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【建設部関係】 

議案第52号 令和３年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について 【所管科目】 

（補足説明）なし 

（質 疑） 

○委員長 初めに、用地管理課所管から質疑を行います。 

  決算書212ページから231ページ、附属明細資料105ページから119ページまでについ

て、質疑はありませんか。 

 

Ｑ おはようございます。よろしくお願いします。 

  用地管理課さんは、すみません、１点だけお願いします。 

  説明資料の110ページ、河川管理事務事業、これ前にもちょっと質疑をしたこともあ

ると思いますけれども、決算ベースですので、河川愛護活動について確認させていただ

きたいと思います。 

  コロナ禍で、要するに地区が担当するこういう河川整備みたいなものをやめていた

とこもあるんですけれども、去年より、去年の決算が令和２年の決算151万に対して、

少し増えてきていると。56団体が参加したということなんですけれども、ちょっと全体

にかかることなんですけれども、非常に地域が高齢化していまして、今までその川に入

って土砂をかき出したりという作業が、今後なかなか難しくなる地区が出てくるのか

なと思うんですけれども、この決算ベースから考えて、そういうようなものというのを

検討しているんでしょうか。そのことについて、質疑というか確認をさせていただきた

いと思います。 

Ａ この河川管理事務につきましては、ここについては、ハード的な面というよりもソフ

ト的な面という形が多いので、建設部としての対応だと思うんですけれども、やっぱり

川の管理、維持というのは必要になってくると思いますので、その辺は考えていかなけ

ればいけないのかなという考えはあります。 

  以上であります。 

Ｑ すみません。高齢化に対応するということになると、政策的なことになるのかもしれ

ないですけれども、基本的にはそこで地区のほうから、この範囲の草を刈るのでという

ことで、その面積に応じた予算というか、予算要望をするわけですよね。例えば、距離

が短くなっているとか、そういうことっていうのはあるんでしょうか。 

Ａ これ面積とかによって変わってきますので、面積が小さくなればそれなりにこの補
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助金の面積割で、面積ごとによって決めてありますので、そこで変わってくることはあ

ります。 

Ｑ ですから、その辺はどういうふうに見ているかということを、ちょっと聞きたいんで

すよ。要するに、今までだったらこの面積はできたんだけれども、高齢化が進んでいる

ので規模を小さくしているような感じがあるのかという、そういうことをちょっと聞

いているんですけれども。決算ベースで分からなければ、これ決算審査ですので、また

政策的なことは別の機会に質疑させていただきますけれども。 

Ａ すみません、個別に箇所ごとの面積、意向はちょっとそこまでちょっと整理はしなか

ったもんですから、整理しましてまた示すような形をとりたいなと思っていますけれ

ども、それでよろしいでしょうか。 

Ａ 議員おっしゃる地元のやる面積がどんどん減っている、高齢化とかということは、地

元の要望の中で建設課がかなり預かっていて、用地管理課に申請するのは自分ちでや

る分ということで来るんですけれども、やれない分という御意見は建設課のほうで預

かることがかなり多くなっております。その中で、河川、今ここの管理費としては用地

管理課ではやっているんですけれども、建設課が預かる自分ち維持補修、維持のための

予算です、そちらで大体それらを補塡していく形には今なっているんですけれども、そ

の意向が少しずつやはり建設課で預かる案件が多くなってきているというのは、承知

しております。まだ予算ベースでは、数字的な話になると、まだそこまでの動きという

のは、顕著として出てきているわけじゃないんですけれども、市全体とすれば、いろん

な道路の草刈りから何からも含めて、やはりそういう地域でやれない事情というのは、

かなり建設課で背負う形になってきますので、今後やり方については、内部でその辺の

意向をしっかりと探った上で、道路とか川に影響がない形でしっかりと維持ができれ

ばとは思っております。 

  以上です。 

 

Ｑ おはようございます。よろしくお願いします。 

  成果説明資料の119ページになります。事業名が２の市営住宅管理事業、決算額が

9,168万6,000円ということで、事業の内容を見ますと、そのうち借地料が９団地分の

1,006万7,000円ということで、１割２割ぐらいになるのか、大体その事業費の中の、内

訳の中の大半を占めているわけなんですが、令和３年度決算において、ここの借地料は

例年どおりお支払いしているんじゃないかなと思うんですけれども、公共施設の再配
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置の関係から、いろいろその借地料についてはお返しするとか、あとは買い上げるとか、

いろんな方法で公共施設のコスト削減ということが、全庁的に行われていると思うん

ですけれども、令和３年度において、地主さん等の間で、例えば建設部が地主さんと例

えばそんなような交渉、具体的に何か進展があったのかどうかというのを、まずお聞き

したいと思います。 

Ａ すみません、これ市営住宅という面があるものですから、市営住宅に住んでいる人と

いうのを、まず先に話をしなきゃいけないというところありまして、そちらの交渉をや

っているところではあります。ただ、今移動していただきたいなと思うところもあるん

ですけれども、やはり高齢というものと、あと障害等を持っている方がいるところもあ

りまして、なかなかそれで移動先とか、今は移動の費用とかというものもちょっと考え

てはいるんですけれども、その辺を提示しても、なかなかその移動先へと動いてもらえ

ないというところがあるものですから、そこでちょっと今停滞をしているというとこ

ろがありまして、それができないと借地の返還とかという形のほうには動けないかな

というところにはあります。 

  それと、借地の金額なんですけれども、かなり低い金額であるものですから、ここに

ついては買取りというよりは、借地でいくほうが市民たちの負担は少ないのかなとい

う判断ではいます。 

  以上になります。 

Ｑ 今の御説明でいくと、まず入居されている方の意向を確認しないといけないことで、

令和３年度についてはそういったことをやったと。結論としては、これ見込みなんでし

ょうけれども、借りていたほうが行政コストからすると安いというような判断という

ことですから、今後も借地料については、買上げとかというよりも借りたままというこ

とでいくんじゃないかなというふうに、今お聞きしましたけれども、例えば周囲住宅に

ついても、入居率とかそういったこともあると思うんですよね。市民の皆さんの意向、

いわゆる入居者の意向で、例えばもっと利便性の高い市営住宅のところに行きたいと

かそういったこともあって、そうじゃないところはなかなか入居率が上がってこない

というところもあると思うんですけれども、そういうところで、令和３年度はこの９団

地、それ以外にもあるんですけれども、全体としてここは入居者の皆さんに説明するに

当たって、将来的に地主さんに結局お返しするような形になると思うんですが、市営住

宅としての機能をやめざるを得ないなというふうに、そういうふうなことの検討とい

うのは、建設部内でいろんな検討がなされたんでしょうか。 
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Ａ 最初のほうで委員言われました再配置計画の中で、市営住宅ついて長寿命化計画と

いうのを立てておりまして、その中でここは残す、ここはちょっと廃止の方向で進むと

いう形のもので進めております。ただ、湯ヶ島地区についてはかなり多い、数的には多

いところもありますし、平屋とかあって面積の割には入居がなかなか戸数がいかない

というところもあったりしますので、湯ヶ島のほうについては廃止の方向では考えた

いという個数を挙げて、計画を立ててあります。 

Ｑ 差し支えなければ、廃止の方向で検討しているところを教えてください。 

Ａ すみません、ちょっと用意したんですけれども、見つからないものですから、後で話

をさせていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

Ｑ 結構です。 

 

Ｑ 附属説明資料の110ページで、砂防関連、直轄砂防の関係なんですけれども、今直轄

砂防で堰堤の改修が行われているのを見かけるんですけれども、要するに流木止型に

する、スリット型にする改修が行われているのを見かけるんですけれども、そういった

場合に市の負担金というのはあるんですか。 

Ａ 市の負担金はないです。 

Ｑ そうすると、今市内で行われている成果というか、何か所できたかというのは把握し

ていないわけですか。 

Ａ やっている箇所については報告とかがあるんですけれども、出来上がったところで

の報告はちょっとないものですから、そういうことが必要ということであれば、逐一確

認して、情報を得るような形をとりたいなと思っております。 

Ｑ 予算にないものではっきりお答えはできないと思うんですけれども、予算というか

決算にないもんで。筏場で数年前に行われて、城の上流でも行われているのを自分確認

したんですけれども、７月、松崎で、雲見で災害があったときに、流木が橋にかかって

浸水したということがあるもので、それがどの程度、今市内でもその安全性が確保され

てきているのかなということを、ちょっと確認したかったんですけれども、それは決算

にないもので、今回あれですから、また改めて。ありがとうございます。 

Ａ すみません。今の計画というか今の進捗状況ということで、用意したいと思ったんで

すけれども、ちょっと今用意できなかったものですから、やっぱり必要だということで

すので、今後はちょっと用意するような形を取りたいと思います。 
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Ｑ 附属説明資料の118ページ、牧之郷駅周辺整備事業の……失礼しました。 

○委員長 次の会でやってください。 

 

Ｑ せっかく来ていただいているので、決算に当たって、情報共有という意味もあります

ので、地籍調査のことをちょっと確認させてください。 

  繰越明許を含めて、４年度は7,700万余を……。 

○委員長 ページを先に言ってください。 

Ｑ 説明資料の116ページの地籍調査事業です。 

  繰越明許含めて7,700万余の地籍調査やっています。どんな地籍調査の事業の内容だ

ったのかというのを確認をさせてください。どういう方法で、ここはこういう方法でや

っていますよとか、全体的な進捗とかはこの間説明いただいたので、事業の中身につい

てもうちょっと、決算ですので、３年度どんな状況だったかというのを、もう一回ちょ

っと確認をさせていただきたい。天城峠工区はどんなだったとかというようなことも、

分けてお願いします。 

Ａ ３年度につきましては、冷川から土肥の地区になります。あと、徳永も中伊豆ですよ

ね。すみません、冷川、中伊豆、あと瓜生野、修善寺、八木沢というところまでについ

ては、リモートセンシングという地上法という形のもので、現地で立会いという形で境

界を確認していたという作業で進めていきました。ただ、今回は今コロナということも

ありまして、本来であれば皆さんにできるだけ現地へ来ていただきたいということも

あるんですけれども、やっぱりコロナということもありまして、なかなか人が集まれな

いと、遠くからも来れないというところもありますので、郵便で対応という形を取るこ

とがほとんどです。郵便でその状況のものとか、立ち会っていただいた内容のものとか

を、写真とかを撮って送らせていただいて、それで確認をしていただいて了解を得てい

るという形を取るのが、ほとんどになっています。ですので、実際のところ、現地で立

ち合えば、立会いということは関係者の人がみんなで集まるので、その場でなるべく、

簡単ではないですけれども、何か早めに、皆さんに納得していただいてということもあ

るんですけれども、郵便で対応になりますと、やはり一人一人の対応になってしまうも

のですから、少し時間かかるというのは、今までよりは時間がかかっているような状況

はあります。ただ、それでなかなかまとまりにくいというところで時間がかかっている

ような現状ではあります。それと、天城峠につきましては、１２３４５と５地区に分か

れているんですけれども、これは実際のところトンネル部分あるものですからトンネ
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ル以外のところ、開口部ということで、こういう形で工区を分けさせていただきました。

それと、短期間で行いたいなというところもありましたので、なるべくだったら多くの

業者ということも考えて、この５工区という形をとって実施させていただきました。こ

のリモートセンシングについては、航空写真というものと、あとはＧＰＳを使ってデー

タを作ります。そのデータを、ただ画像で見てもらうところもあるんですけれども、画

像ですと、それが解像度があまり高いものではないので、結構現地で行くような状況に

はなっていません。ただ、座標では見えるものと、ある程度の高さから見たような航空

写真的な画像が見られるものですから、それで確認をしていただいて進めているとい

う状況にはなっております。こちらにつきましても、予定している状況の中で職員のほ

うに頑張っていただきまして、皆さん承知をしていただいて進んできたと。最近なんで

すけれども、これ情報なんですけれども、ここではないんですけれども、この後法務局

のほうへ届出をしているような状況もあります。そちらで認められて、やっぱり今まで

のほうと交換されると変わってくるところありまして、最近なんですけれども、それが

登記ができたという状況にあるというような状況になっております。 

  以上であります。 

Ｑ 天城峠部分というのはあれですよね、天城北道路の工事のための調査を市でやって

いるという考え方でいいんですよね。それで今、リモートセンシングというので、要す

るに航空写真とか赤外線を使って地形を分かるようなもの、資料作ってやっていると

いうことだと思うんですけれども、実際それを地権者さんに見てもらってやっている

ということでいいんですよね。２つ。 

Ａ この天城峠、今後行く月ヶ瀬インターから天城峠に向かっての区間になります。伊豆

市としては、国有林は地籍調査の対象外になっております。ですので、国有林までの間

になります。その間の間という形になっております。これについては、工事に先立って

この調査、所有者調査というんですかね、畑を確認するものと土地の境界を確認すると

いう形で実施させていただきました。それと、確認の仕方なんですけれども、実際のリ

モートセンシングという方法ですと、やっぱり写真で見ると、航空写真で見て、それに

座標を落として、公図とかで見ると筆ごと絵みたいなものが出るわけなんですけれど

も、それを重ね合わせたものを見ていただいて確認する状況になります。ただ、それだ

けでは現地の状況、あとは林班図みたいなものとか、植栽の状況がいろいろ変わってく

るところが分かるような、色分けしたような図面とかがあるんですけれども、そういう

ので見てもらったり、高低差を赤かったり黒かったり、そういうような色で判別して高
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低差を分かるようにしたものとか、そういう形のものも作ってあります。ただ、それだ

けでもなかなか分かりにくいというところもあるだろうと考えましたので、業者のほ

う、これはちょっとやっていただいたところもあるんですけれども、ジオラマみたいな

模型を作っていただいて、それでなるべく現地が分かるような形で、境目が分かるよう

な状況にして、それで確認させていただきます。そのような形で今回進めさせていただ

きました。 

 

Ｑ １点だけ、お尋ねいたします。 

  成果説明資料の105ページの道路管理事業の中の道路境界確定通知電子化業務委託料

とあります。その成果として、境界確定通知を電子化ということより、適切かつ迅速な

管理を行うことができたという内容になっていますけれども、もう少し具体的に内容

説明をしていただけますか。 

Ａ これについては道路工事もあったり、民間から出てくるような宅地開発とかする場

合に、道路とか川とかの境界を確認する作業があります。それについて、境界確認した、

確認できたという通知、確認できた結果になるんですけれども、その通知とか図面類を、

実際は紙ベースで来るのでアナログの状況ではあるんですけれども、それをデジタル

データにして、職務上に対応できるように画面上のデータとして取り込んで、その筆を

クリックすればその内容が出てくるというような情報を、職員が扱っているシステム

の中に入力をするという業務になります。 

Ｑ この中に通知って書いてあるんですけれども、これは地権者への通知ですか。それと、

金額的に126万5,000円ってなっているんですけれども、令和３年度には何件ぐらいあ

ったのか、お尋ねいたします。 

Ａ 電子化業務になりますけれども、これは相手に通知ができたものということで通知

ということで、業務委託名は書かせていただいてありまして、件数については45件にな

ります。 

Ｑ また後でもいいですから、それの地目別の数字がどうなっているのか、今分かればい

いんですけれども、分からなければ後でも結構です。 

Ａ すみません、ちょっと地目別までは用意していなかったものですから、後でよろしい

でしょうか。 

 

Ｑ よろしくお願いします。 
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  これ、ここで合うかどうか分かりませんけれども、説明資料の１の17ページ、不納欠

損処理のことでちょっとお聞きしたいんですけれども。市営住宅使用料のところで47

万400円というのが不納欠損になっているんですけれども、債権の放棄（破産）って書

いてあるんですけれども、そこをちょっと説明していただけますか。 

Ａ すみません、これについてもちょっと今用意していなかったものですから。これにつ

いては自己破産の人がお１人いたということで、それについて自己破産ではないと不

納欠損にできないので。ということで、破産ということで処理をさせていただいたんで

すけれども。すみません、今ちょっと資料が手元になくて。すみません。 

○委員長 後で分かりますか。 

Ａ 分かります。 

Ｑ 債権放棄というのは、５年後の債権放棄ということ……。 

Ａ ５年ではなくて自己破産。 

Ｑ 自己破産。放棄は一応何年間たったら放棄することで、自己破産ばかりですか、この

47万という数字は。 

Ａ 市営住宅のそれについては自己破産というもので、時効というものはないものです

から。 

○委員長 すみません、今マイクが入ってなかったようです。もう一度お願いします。 

Ａ すみません。これ時効という行為はないものですから、自己破産だけになります。今

回については。 

Ｑ そうすると、自己破産ということは、もうこれは住んでいないということでよろしい

んですか。住んでいるということは、また家賃が発生すると思うんですけれども、そこ

ら辺はいかがですか。 

Ａ すみません、その辺の情報もちょっと今ないものですから。今これは債権放棄で委員

会のほうに出されているところもありますので、書類はありますので、これもどういう

人が対象になっているかというのは、後ほど説明させていただければと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。 

Ｑ そうすると、これ、47万が全額自己破産と言われましたんですけれども、この市営住

宅の部屋代の不払いというのは、この中にはあるんですか。この中にはないけれども、

今現在あるんですか。未納処理という形で。 

Ａ 滞納ということですか。未納。 

Ｑ 聞きたかったのは、全部これが破産ということだったんですけれども、今の現在処理



 

 9 

していない未納、家賃の不納処理というのは、質問していいのかな。どれぐらいあるの

かというのは。 

Ａ 現在での滞納額、全体的な滞納額ということでよろしいですか。 

  すみません、よろしいでしょうか。説明資料の72ページになるんですけれども、そち

らのところに市営住宅という項目があります。そこの下の段のところに、真ん中よりも

右側になるんですかね。そこに不納欠損の金額と、収入未済額があります。市営住宅と

しては、現年度過年度合わせて981万7,600円の滞納があると、未済額ということで金額

的にはある形になっております。 

Ｑ 最後にします。 

  この未納額が、将来不納欠損処理にされる可能性っていうのはあるんですか。 

Ａ 不納欠損の対象になるような事案が出てくるのであれば、全部ではないと考えてい

ます。ただ、やっぱり滞納でありますので、なるべく収入と、徴収をするということは

考えていかなきゃならないと思いますけれども、ここで対象のところでありましたよ

うな債権放棄、自己破産とかという形のものが出てくるのであれば、それは放棄をしな

きゃならないという形になるのかなと考えております。できるだけ、未納ですので、徴

収しなきゃいけないと考えておりますので、徴収の努力は続けたいと考えております。 

Ｑ この債権放棄をした場合に、記録としては役所としては保存しておくんですか、おか

ないんですか。これ放棄したら、もうそれ全部ちょんです、終わりますよということで、

帳簿外で外しちゃうのか、それともずっと残しておくのか。そこら辺はいかがでしょう。 

Ａ 収入は得ることができない内容にはなると思うんですけれども、情報としては取っ

ておく必要があるかなと考えております。それを取っておく形のものは、ちょっと理解

はしていなかったところはあります。今まで残っていないと思うんだけれども。 

  未納額、滞納額については、今後整理して保存はしていかなければならないのかなと

考えておりますけれども、破産をして放棄したものになりますので、それについては徴

収はできなくなるという認識でおります。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

 

○委員長 それでは、次に都市計画課所管、決算書214ページから237ページ、附属説明資

料113ページから124ページについて、質疑はありませんか。 
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Ｑ 附属説明資料の106ページ、２番のＴＯＵＫＡＩ－０推進事業なんですけれども、令

和３年度、補助額が増額になったということで、予算書にはいろいろな件数が予算化さ

れているんですけれども、決算見ると、かなり予算に近い実施件数が見られるんですけ

れども、過去のデータと比較して、補助額が増えたことにより実施する件数が増加傾向

になっているのか、確認したいんですけれども。 

Ａ 補助額が増えたことによって実施件数が増えたというよりも、むしろ逆に、申請とい

うかやりたいという実施の計画というか、やりたいという方が増えたから、むしろ増や

してもらったという、逆のパターンです。補助額が増えたのではなくて希望者が増えた

ので、予算を余計に取ったという感じです。ですので、実施は増えている傾向にありま

す。 

Ｑ たしか、数字は覚えていないんですけれども、補助金額が以前よりも増えた年度があ

りましたよね。それはあれでしたっけ、実際には今まで行われてきた補助額の変化とい

うのは、市のほうとして支払う補助額の変化というのはないですか、ずっと。高齢者に

特別割増しとか、いろいろあったような気もするんですけれども、その辺の昨年度とそ

れ以前との変化はないんですか。 

Ａ 去年よりも実施件数は増えております。 

Ｑ 耐震診断のかかる費用に対する補助額の上限であるとか、実際の耐震化に対する補

助額、それをもう一度確認させていただきたいんですけれども、それを教えてください。 

Ａ 補助率ですけれども、木造の住宅の耐震補強の助成に関しては、一般世帯で100万円、

高齢者世帯で120万円ということになっております。また、ブロック塀等の撤去事業で

すけれども、これが上限で26万6,000円、それからブロック塀等の改善事業、こちらが

上限で16万6,000円ということになります。 

  以上です。 

Ｑ そうすると、私の理解と違って、補助というか予定している、計画している件数が増

えたので、昨年度は予算を増やしましたと。それによって実施事業の10件、予算化して

いたところの９件ができましたと。そういうような理解の仕方でいいわけですか。昨年

度件数が増えた要因というのは、どのように捉えておられましたでしょうか。 

Ａ 都市計画課、また県とも連携をしまして、直接戸別訪問ですとか、あとはダイレクト

メール、そういったものを出しておりますので、それが申請のほう。また、このＴＯＵ

ＫＡＩ－０の事業が来年度、再来年度ぐらいで終わってしまいますので、それに対する、

もう終わるというところで、駆け込みというところもあるのかなと思っております。 
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Ｑ そうすると、担当のほうで実施を促す働きかけを強化したことによる効果だという

ことで捉えてよろしいですか。 

Ａ そう思っていただけるとありがたいです。 

 

Ｑ 附属説明資料の118、牧之郷駅周辺整備事業のところですけれども、ここで事業の成

果として下から３段目、おおむねの用地の取得は完了したということで、複数年度にわ

たって工事を進めてもらっているわけなんですけれども、このおおむねというところ

と、これがその上にある概要のところで、生活道路１号、生活道路２号、あるいは交通

広場というふうになっていて、どの部分がどのようにというふうな説明を、詳細をお聞

きしたいということと、あと２の事業の内容の中で、物件補償費のところ、令和４年へ

の繰越しもあるんですが、この内容、実際どのようなことが行われたかということを説

明願います。 

Ａ おおむねということ。これは残りの用地についてということで、買収できない部分の

ことということでよろしいでしょうか。 

  今買収できない部分としましては、牧之郷駅の入り口の部分ですね。ここでいうと、

生活道路１号になります。 

Ｑ この部分と。 

Ａ あと、生活道路２号の一部ということになります。 

○委員長 もう１点。 

Ａ すみません。物件補償に関しましては、繰越しじゃない部分、こちらに関しましては、

買収したところにありましたブロック塀とかそういった構造物に関する補償になりま

す。それから、繰越しの部分については、伊豆箱根鉄道に関するものとなります。 

Ｑ 先ほどおおむねの用地取得の中で、生活道路２号の一部とお聞きしたんですけれど

も、一部でよろしいんでしょうか、その部分は。 

Ａ すみません。２号はどちらかというと変えていない部分のほうが多いですけれども、

生活２号の部分、一部も変えておりますので、一部という表現をさせていただきました。 

Ｑ 複数年度にわたって、そして完成を待つというような状況ですけれども、一番最後に

関係地権者と用地取得に向けて手続を進めていくということですので、計画に合った

事業の実施をお願いしたいと思います。 

 

Ｑ 説明資料の113ページ、２の都市計画推進事業。事業内容の上から２番目に、湯ヶ島
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周辺まちづくり構想検討業務委託があります。これについて伺います。 

  今年の債務負担行為で、修善寺駅前地区まちづくり基本構想業務委託というのも挙

げられているんですけれども、それに関係していることでちょっと伺いたいなと思い

ます。このまちづくり構想検討業務委託というのは、具体的にどのような、この予算で

内容で行われているのか、教えてください。 

Ａ 市が進めるまちづくり構想に関しましては、内容としては地域住民と学生さんです

ね、今うちで言うと工学院大学に依頼をしているんですけれども、そちらの学生により

ますワークショップを開催しまして、まちづくりについて、いろいろ意見を出し合って

進めて、今構想を練っている状態ということになります。 

Ｑ そうしますと、この193万6,000円というのは、この学生に対するワークショップ依頼

とか、あとほかにもあるのでしょうけれども、それが主な内容の支出になっているんで

しょうか。 

○委員長 支出だったのかということですね。 

Ｑ はい。 

Ａ 基本的には学生に対する支出、学生のそういったワークショップの手数料というか

委託料。学生というか研究室、そこに支出したものということになります。 

Ｑ 大学の研究室への委託というふうに考えていいわけですね。そうしますと、その成果

というか、一つの研究室へ委託した理由、そこの研究室へ委託した理由と、その後どの

ようにこの成果が住民とのワークショップで得られて、いいほうに進んだとか、そうい

うふうな成果があったら教えてください。 

Ａ 現在湯ヶ島インターチェンジ付近の構想案が、一応２案出ておりまして、そちらにつ

いてさらに検討していくような形、それを基にしまして、今年度基礎調査の業務を行っ

ておりますので、そちらと整合させることによって、インターチェンジが来ることによ

るまちづくりに関して、まだ具体的にどういうふうにするということにはなっており

ませんけれども、大まかな構想をこれからもまだ続けていくような状態です。 

Ｑ 最後です。 

  この業務委託は何人ぐらいの計画なんでしょうか。令和４年度へ繰越しというふう

に書いてあるんですけれども。 

Ａ 令和４年度への繰越しもあります。伊豆縦貫道のインターができる前までには、これ

を完了したいと思っておりますので、あと２年から３年は続けていくようなものにな

ってくると思います。 
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Ｑ 115ページになります。公園管理費です。 

  都市計画課が持っている公園の管理について、３年度の内容ということで確認です。

都市公園を都市計画課のほうで管理しているということで承知していますが、ここに

あるのは、いずれも旧修善寺町にある公園ですよね。それは都市計画区域が修善寺町だ

けだったので、都市公園というものは、従来修善寺町にしかなかったという理解で多分

いいんだと思うんですけれども、そうすると、今都市計画区域は拡大しましたので、旧

修善寺以外のところでも都市公園はできるということなのかなということです、一つ

聞きたいのは。３年度に、例えばですけれども、都市計画区域が拡大された後ですので、

３年度においては、例えば具体的に言っちゃうと六仙の里のような、観光商工のほうで

持っている公園の施設が幾つかある中でも、観光客の方に使っていただくというより

は、地元の住民、六仙の里のこの99ページの説明にも書いてあるんですけれども、住民

の福祉と健康増進云々というような側面のあるような公園なんだけれども、観光のほ

うで持っているものも実際にはあると。これってもしかしたら、都市計画区域が拡大し

たんだから、都市計画課のほうで持つ都市公園にしたほうがいいんじゃないかなとい

うような話を何回か既に聞いたことがあるので、そういうのって３年度に検討された

のか、あるいはここじゃなくてそれはほかのところでやるべきなのか。現実問題、観光

で持っている公園を都市公園にするってすごい難しいというか、現実的にはハードル

が高いことなのかどうかという、検討したかどうかということを、その背景をちょっと

説明してもらいたいです。 

Ａ 都市計画課専門官の木原でございます。よろしくお願いします。 

  都市公園については、都市公園法という法律がございまして、その中では都市計画区

域内でしか設置できないということになっております。議員おっしゃられたように、都

市計画区域が拡大しましたので、ほかの旧修善寺町以外でも、都市公園というのは設置

できる要件は満たしているということになります。その中で六仙の里ですとか、今既存

の公園についても、都市公園法でいうところの都市公園にしたらどうだという話も出

ておりますが、都市公園にできるのかどうか、都市公園法の条件に見合うのかどうかと

いうところを慎重に検討する必要がございますので、ちょっと早急に、いい悪いという

のをまだ判断できていない、できる状況にないという状況です。施設の規模ですとか、

あと区域、あと今設置されている施設、そういうものをちょっと全部洗い出して調べて

みないと、都市公園法でいうところの都市公園にできるのかどうかというのが、判断が
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まだできない状況です。ただ、今後その辺はやっていかなければいけないなという認識

でいます。 

 

Ｑ それでは、説明資料の114ページ、狭隘道路整備事業について質問させていただきま

す。 

  交付実績が４件あって金額も出ているんですけれども、土地を寄附するんだから、そ

ういう面倒くさいことは市でやれよというような意見が当然出てくるのではないかな

という予想の中で、スムーズに進んだのか、あるいは行きそうだったんだけれども、途

中で、そんな面倒くさいんだったらやらないよって言ったそういうことがあったのか、

ちょっとそこを伺いたいと思います。 

Ａ 令和３年度につきましては、修繕地区で３件、中伊豆地区で１件あったんですけれど

も、特にそういった意見というのはいただいていないです。 

Ｑ そうすると、お互い理解を得てスムーズに事業ができたという認識でよろしいんで

しょうか。あと、その法務局の届出とか、そういうのもやるんですけれども、境界のプ

レートというのも一気にそこでもう打っちゃって、確定するんでしょうか。 

Ａ 基本的にはスムーズに進んでいると思っております。境界のプレートについても、そ

の場で設置します。 

 

Ｑ よろしくお願いします。 

  同じく成果説明資料114ページの上の、土地対策事務事業８万9,000円についてお伺

いいたします。 

  事業内容に、都市計画法に基づく開発許可、土地利用行政指導に基づく承認というこ

とで、土地利用承認が９件、その下に国土利用計画法に基づく届出進達業務ということ

で、それぞれあります。これ県からの移管事務だと思うんですけれども、上の都市計画

法に基づく開発許可の土地利用承認９件ってありますけれども、具体的にこの事業者

がどういう事業のために申請して、市のほうが土地利用承認したのかというのを教え

ていただけますか。 

Ａ すみません、今ちょっと資料を持ち合わせておりませんが、基本的にこういった承認

の申請ということについては、個人情報ということに当たるのかと思いますので、ちょ

っとこの場で申し上げることは差し控えたいと思います。 

Ｑ 個人情報に関わるんですかね。宅地開発とか、いろいろ店舗の出店であるとか、その
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辺ぐらいのところというのは、大まかでいいですから教えていただけませんか。 

Ａ すみません、ちょっと今資料持ち合わせておりませんので、後ほど示したいと思いま

す。 

Ｑ では、後ほどそれを教えてください。 

  それと、あとその下の国土利用計画法に基づく届出の関係は、市のほうは届出を受理

するという事務になってくると思うんですけれども、その中で届出７件、これはもう既

に受理をしたと、令和３年に受理をしたということだと思うんですけれども、そのあと

の期限後届出４件ていうのと、あと無届け７件というのがあるんですけれども、これは

行政事務上どういったような扱いになっているんでしょうか。 

Ａ 期限後の届出というのが、契約後２週間経過したのに、その後６週間以内に届出がさ

れなかった場合ということになりますので、それ以後に出てきたものがあるというこ

とになります。それから、無届けということにつきましては、広い意味での無届けと、

狭い意味での無届けというものがありまして、広い意味での無届けということになり

ますと、契約の締結後２週間以内に届出を行わないということ、それから狭い意味での

無届けということになりますと、契約後６週間を経過しても届出がされない場合で、６

週間以内の届出ですけれども、届出の内容に問題があるといったものということにな

ります。 

Ｑ そうすると、初めの届出７件というのは、市のほうとしては、事務上届出を受理した

という完了形になっていると思うんですけれども、そのあとの２つ、期限後届出と、あ

と無届けというのは、基本的には令和３年度中には、届出を受理していないという、そ

ういうことでよろしいんでしょうか。 

Ａ こちらのほうは、ちょっとごめんなさい、私のほうで把握しておりませんので、こち

らも後ほどお答えさせていただいてよろしいでしょうか。 

Ｑ 結構です。 

 

Ｑ これも都市計画課に入っているので、聞きますね。124ページの空家対策事業です。

消防費の中ですけれども、これ都市計画課ということですので、124ページの一番上の

段に、空き家等対策事業ということで載っています。 

  ここは協議会、空家等対策協議会の委員の報酬と、あと消耗品という金額しか載って

いないんですけれども、逆に成果の中では、空き家是正除去５軒というふうに書いてあ

ります。これは、除去というのは解体したという意味でいいのかどうか。予算がここに
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ないということは、その解体というか除去、除去がちょっとどうなのか分からないんで

すけれども、除去するための予算というか費用は、ほかから出ているということでいい

のか、ちょっとそれを確認。それと、３年度の空き家事業の概要というか、協議会で検

討して、除去に向けて進めたということだと思うんですけれども、対象とする空き家が

何軒ぐらいあって、そのうちの５軒だったのかとか、空家対策協議会で扱う対象になる

ものって、どういう状態だと対象になるのかとか、こういうのは対象にならないとかと

いうのを、ちょっと３年度の事業の中身ということで教えていただきたい。 

Ａ 除去の５軒というのは、解体をされたというものになります。これにつきましては、

うちのほうで直接予算を使って解体したというわけではなくて、地主さん等への交渉

によりまして、地主さん自ら壊していただいたというものになります。それから、現在

25件うちで指定している空き家があったんですけれども、それについて５軒、こちらが

解体されましたので、現在市で指定している危険空き家というものが６軒、それから管

理不全の空き家が14軒ということで、現在20軒残っている状況ということになります。

それから、状態としましては、危険空き家につきましては、すぐに解体をしないと周り

に倒壊等のおそれがあって、周りに影響を及ぼす可能性が大きいもの、それから管理不

全空き家につきましては、誰も住んでいなくて、そこに草が生い茂ったりして近隣に迷

惑をかけているとか、そういったものになります。 

Ｑ 予算がこれだけじゃない中なので、実際は市の職員の方が、地主さんとかと交渉して、

解消に向けて動いていただいているということだと思うんですけれども、ものはある

んだけれども所有者というか、実際の解体した人は地主さんが自分のお金で解体して

くれたものが５軒あったということなんだけれども、対象者には行き渡らない場合が

結構あるって、それが残っているのかなという印象なんですけれども、その辺の対象者

というか地主さんとの交渉の状況というのはどうなんですか。 

Ａ 現在、戸籍で追えるものにつきましては何とか追っているんですけれども、法人が所

有していてその法人がもう存在していないですとか、そういったものについては、なか

なか追うことが難しい状況と今なっております。 

 

Ｑ すみません、今の関連で、私もちょっと質疑をしようと思っていたものですから。危

険空き家が６軒と、管理が行き届いていない空き家が14軒あるということだったんで

すけれども、これたしかこの空家対策特別措置法ができたときに、各地区、区長さんか

ら情報を得て始まった事業だと思うんですけれども、この間、９月２日に新聞で、隣の
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戸田、沼津市の戸田で初の略式代執行を行ったということで、魚梅さんという旅館さん

の別館みたいなところだったということなんですけれども、現在代執行に値するよう

な危険空き家というのは、伊豆市さんはどういう認識でいるのか。その６軒中、もうそ

ろそろやばいというような空き家っていうのがあるのか伺います。 

Ａ 市としては代執行したいという気持ちはあるんですけれども、どうしても代執行と

いうことになりますと、市のほうで負担したものにつきまして、その所有者等に請求を

するということがありますので、その所有者がどうしてもはっきりしないですとか、所

有者に行き当たらないものについて、代執行に踏み切ることがちょっと今できないと

いうことになります。ただ、今の現状でいいますと、すぐに代執行しなければいけない

という状態の空き家というのは、今のところないと考えております。 

Ｑ 私も以前一般質問で、どういう基準でやっているのかといったら、角度が何度だとか

という説明を受けたんですけれども、実は沼津市のほうに、この撤去した空き家につい

て確認をさせてもらいました。そうしたら、所有者がもう財産放棄をしてしまって、全

く追えない状況の中で、通学路だとかというようないろんな条件の中で検討したとい

うことで、当然税金がかかるわけですし、回収ができない案件だと思うんですけれども、

ただ近所の住民にとってはいつ崩れるんじゃないかとか、台風が来るたびに心配だと

いうことがあるので、これはあまり要望的なものはよくないんですけれども、対策協議

会等でもしっかりと協議をしていただいて、それにしっかり情報共有して、市の考え方

もあるんでしょうけれども、解決に向けていっていただきたいなと思っています。すみ

ません、ちょっと意見になってしまったけれども、以上です。 

 

Ｑ １件お尋ねいたします。 

  同じ124ページの空家対策事業ですけれども、市のほう、市長も認識しているんです

けれども、湯ヶ島地区の湯ヶ島温泉で廃業した旅館で、民間でそれを取り壊したという

ところもありますけれども、持ち主が判明しないということで、御存じだと思うんです

けれども、名前は言いませんけれども、旅館の名前は。落合桜の手前なんですけれども、

そこの進捗状況はいかがか、お尋ねいたします。 

Ａ 恐らくあそこのところだと思うんですけれども、現在所有者の調査中でありまして、

まだそこがはっきりしていない状況ということになります。 

Ｑ 以前も１年ぐらい前か、ほぼほぼ所有者の確定ができたから交渉に入る予定だとい

うような報告を聞いていますけれども、そこから何も進んでいないんですか。 
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Ａ ごめんなさい。どの案件のことなのかが、ちょっと。２軒ほどありまして、どちらの

案件なのか分かりませんけれども、１軒につきましては解体の予定となっております。

今年度中です。 

Ｑ 私が聞いているのは、湯ヶ島温泉の旅館のことを言っているんですよ。旅館が２軒あ

るんですか。予定では。 

Ａ 旅館に関しては、今年度解体の予定です。 

Ｑ それは予算計上なされているわけですか。 

Ａ 市のほうで解体というわけではなくて、そちらの所有者等と折り合いがつきまして、

そちらで解体していただけるということになりました。 

Ｑ 旅館名を言っていないものですから、そこのところがすり合わせができているか、ち

ょっと分からないんですけれどもね。また改めてこういう場面、公の場でじゃなくて、

その旅館どうなったのってまたお聞きしますので、よろしくお願います。 

  以上です。 

 

Ｑ 114ページの５の狭隘道路の、ちょっとこれに該当するかどうかですけれども、年川

のところのバス停の、県道の狭いところがあって、３年度はどんな動きをしたか。市と

して該当するならば教えてください。 

Ａ 年川の橋の先というか、そこのことですか。 

Ｑ そうです。 

Ａ ごめんなさい、県道になるので、市のほうとして特に何か検討したということは、特

にありません。 

Ｑ 県がどのような動きをしているのかは、つかんでいますか、３年度はつかんでいたん

でしょうか。 

Ａ 特に狭隘道路の関係ではありませんので、こちらに関しては、市としても特にやって

いないですし、県のほうの動きとしても、うちのほうでは特につかんでおりません。 

Ｑ そうしますと、そういった市民の要望があったときは、市はどういう形で県に伝えて

いくんでしょうか。ごめんなさい、３年度だから伝えたんでしょうか。なかったらなか

ったでいいですけれども、市民の要望が３年度なかったようなら構いませんが。 

Ａ 県道の要望については、建設課もしくは用地管理課を通して県に要望しているとこ

ろです。それで、今議員おっしゃられた、こちらから行くと年川橋の手前のお話かと思

うんですけれども、長い中であそこはずっと改良されていない、あと、土地がなかなか
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解決できていないという案件として、課題がずっと解決されないままという認識で今

おります。ただ、それらを解決しないと、道路事業も県のほうとしてはなかなか着手で

きないというのもありますので、そこについては粛々と進める、調査していく、地権者

さんにお願いしていくというスタイルしかないと思いますので、そこについてはちょ

っと狭隘道路とはまた別の話で、普通の道路改良の話になってしまうんですけれども、

そこは粛々と調査して、県のほうに解決できる見込みがあるんでしたら、また要望をし

っかりとさせていただきますので、承知しておいていただければと思います。 

Ｑ 所管の課は建設課ですか。そこの要望等を出す場合は。 

Ａ 建設課もしくは用地管理課のほうで結構ですので、お願いいたします。 

Ｑ もう１点、すみません。この太陽光関係は建設課、この課でいいんですか。太陽光の

開発関係は、どこのところで質問したらよろしいんでしょうか。 

○委員長 都市計画課。 

Ｑ 都市計画課でいいんですね。では、３年度は太陽光の都市開発の関係、何件かあった

のかどうか、あるいは既存の開発を申請している団体との３年間の交渉の動きとか、差

し障りない範囲で、どんな目標、市としてはやってきたのか教えてください。 

Ａ 本日決算の関係で来まして、太陽光発電の資料を持ち合わせておりませんが、数年前

から太陽光発電事業者のほうから、問合せ等は多々来ております。昨年度、今年度時点

で、記憶ですと約８件の太陽光発電の相談が来ております。昨年度につきましては、再

エネ条例の届出を受理した件数はございません。今年度につきましては、引き続き事業

者のほうと地元の方々と調和を図れるように、指導等を実施しているところでござい

ます。 

Ｑ すみません、確認です。３年度は新規で８件、そういった相談があったということの

理解でよろしいんですか。 

Ａ これまでの累計です。 

Ｑ 累計ね。ですから３年度は、３年の決算ですが何件あったんですかという質問をさせ

てもらっていますけれども。 

Ａ ３年度に新たに何件来たかというのは、ちょっと今資料持ち合わせておりませんの

で、再エネ条例ができてからの累計が８件ということで、すみません、お願いします。 

Ｑ ３年度の決算をやっているんですから、そういったデータはぜひ持ち合わせてくだ

さい。お願いいたします。 

○委員長 後で報告できますか。 
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Ａ では、後ほどまた報告します。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長 時間が時間ですので、続きまして、次に建設課所管、決算書178ページから293

ページ、附属説明資料83ページから167ページについて質疑はありませんか。 

 

Ｑ ちょっと建設課全般についてですけれども、補足説明資料の83ページの土地改良事

業であるとか、107ページの市道維持管理事業、110ページの河川改良等、地区要望の関

係で質疑をさせていただきます。 

  区長等から地区要望とか緊急要望が上がっていると思うんですけれども、令和３年

度の決算額として、一体地区要望に幾らぐらいのお金を入れたのかというのは分かる

んでしょうか。いろいろ事業が分かれているんですけれども。 

Ａ 実際３年度、まず地区要望と、地区から上がっているのは補修箇所情報、これが紙で

上がってきます。それ以外にも、緊急なものは口頭とか電話等で来るのがあります。そ

のうち、ペーパーで出ているものが地区要望が、地区要望の場合は前年度に出すことに

なっておりますので、350件のうち224件が建設課の所管分となります。補修箇所情報に

つきましては228件出ておりまして、452件の要望なり情報が寄せられていることにな

ります。そのうち箇所数として実施しているのが、72件になります。ただ、申し訳ござ

いませんが、その箇所ごとの事業費の合計のほうは出しておりませんので、ちょっと細

かいやつ足し算しなきゃなりませんので、今事業費としては持ち合わせておりません。 

Ｑ そうすると執行率、対応した執行率というのは、多分出ますよね。それと、予算を取

っているわけですから、当然令和３年度の予算を地区要望の枠としてこのぐらいとい

うのは、それもないんですか。確認です。 

Ａ 地区要望としましては、回答の中でもそもそもちょっと保留させて様子見させてく

れというの出しますし、その中でこれをやろうというものについては、補修箇所のほう

で対応します。大体例年と同じ規模ぐらいの予算、もしくは多ければ予算を多くしてく

れということで確保して対応していっている状況です。どうしても、その中には予定は

してなかったけれども緊急なものとして、そちらのほうに補修費を使わなきゃならな

いというような事案もありますので、そのときのその状況を見ながら、できるだけ優先

順位の高いものから実施していくようにしております。 

Ｑ そうすると、具体的に大体このぐらいの予算を取っていて、令和３年度はこのぐらい
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執行したというのも分からない状況ですか、予算取らないと、できるできないでできな

いということで、予算がないからできないということで終わっているのか、そこの確認

をさせてください。 

Ａ 実際には要望書を基に予算を取りますけれども、その年に地区とかが話合いを細か

くすると、ちょっとうちと思っていたのと違ったりということもあります。概略、１か

所幾らぐらいだなという感じで取っていきますけれども、実績としては、実際たたいた

やつの金額を、ちょっと伝票調べて積み上げればできますけれども、明確に要望部分が

幾ら、補修部分が幾らという分けはしておりませんので、できるだけ多く、補修箇所、

全体的にはもう執行率からすると全然たたけていない状況になりますので、本来なら

もうちょっと補修をやっていかなきゃいけない状況であると思います。 

 

Ｑ 説明資料の108ページ、２の市道整備事業のところです。 

  ここに新設改良工事、駅前柏久保線とあります。この線について、いわゆる私たちが

呼んでいる猫坂のところでよろしいでしょうか。そこの歩道整備している工事だと思

うんですけれども、これに関してその下のほうに土地購入費、それから立木補償金とい

うふうに、駅前柏久保線のところで出ています、上がっています。この立木補償金につ

いてなんですけれども、この立木を歩道を整備するに当たり、それを切るか何かをしな

ければならなかったということだと理解するんですが、これに25万4,000円かかるとい

うのは、どういうふうな内容でこういうふうになるのか教えてください。 

Ａ こちらは、ここにかけられる工事全般に同じなんですけれども、道路用地のあるとこ

ろに立木がありましたら、それを立木の補償基準がございます、木の樹種とか大きさと

か、それを基に算出したものを補償として、地権者もしくは木の所有者のほうにお支払

いすると。それで、そのとき全部が25万4,000円の支払いをしたということになります。 

Ｑ この木なんですけれども、駅前のお祭りに使う山車が入っている倉庫みたいなのが

あるんですけれども、そこに大きな木があって、結構邪魔になるって地元の方がおっし

ゃっていたんですけれども、その木のことですか。 

Ａ すみません、ちょっとそこの木が入っていたかまで資料を持ち合わせておりません

ので、入っているか入っていないか。 

Ａ 私のほうからお答えします。 

  ここの木の補償の木については、火の見やぐらが南小の前にあるかと思うんですけ

れども、あのわきに生えている栗の木もしくはあの辺の木だったと思います。今回の改
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良工事は今言った下の山車の倉庫のほうはかかっていないので、あちらについてまた、

事業が別途展開する形で、そのときにそういうお話が出てくるのかなと思っています。

今回決算に載っているお金については、火の見やぐら、あの辺に入っている雑木とか補

償できる立木のお金、補償費となっております。 

  以上です。 

Ｑ 立木に関しては補償基準があって、一本一本その基準にのっとって支払われるとい

うふうなことになるわけですね。すみません、分からないんですけれども、あそこは例

えば自分の自宅の中に木があって、それは地主としては切るとかそういうことはちょ

っと保証がほしいかなと思うんですけれども、あの法面にある木に関して、地権者がい

るのは分かるんですけれども、その木を切断、切るとかという工事費とかはとは別に、

この補償金がそこに発生するというふうに、どんな場所にあってもその木を切るには、

地主の方に補償金を支払うというふうな考えでいいんでしょうか。 

Ａ 基本的には、道路改良の中に木があれば、宅地であろうが山林であろうが補償します。

ただ、中には雑木でさすがにこれはというようなのは算定しないときもあります。です

から、ある程度の庭木、逆に庭木とかですと、樹種もいろいろあって価格もばらばらに

なりますので、基本的なものとしてはお支払いします。ただ、補修とか何かでちょっと

したときだと、もう地主さんにうちのほうで処分するかというような交渉はする場合

があります。 

Ｑ すみません、この25万4,000円というのは、ちなみに何本分とか分かりますでしょう

か。 

Ａ 申し訳ございません。明細を今持ち合わせておりませんので、本数が分からないです。

もしあれでしたら、後ほど調べてお答えしますけれども、よろしいでしょうか。 

Ｑ すみません、よろしくお願いします。 

  以上です。 

 

Ｑ お尋ねいたします。107ページ、生活事務所、市道維持補修事業ですけれども、市道

の補修なんですけれども、定期的に市道の見回りというのはやっているんですか。県道

の場合、伊東西伊豆線の場合なんかは、土屋建設のほうで道路パトロールをしていまし

て、偶然私がそれと一緒になったときに、ここのところは駄目だ、こっちやってくれっ

て言ったら、もうすぐやってくれたんですね。それは分かっていますからということで。

しかしながら、市道はそういうような要するにパトロールをやっているんでしょうか。
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ちょっとお尋ねします。 

Ａ すみません。パトロールですけれども、定期的なものと、定期的というか特に大きな

雨が降った後とか、そういう異常気象の後等、パトロールを用地管理課と建設課と分け

て、実施するようにしております。また、本年度からパトロールの委託等も結んで実施

している状況でございます。 

Ｑ 実は、県の事業で砂防ダムの土砂の排出をやったんですよね。大型ダンプが延べ何百

台通った道があるんですよ。大きな穴もあいている。それは区の要望事項で出さなきゃ

なのか、緊急要望を出さなきゃなのかということもありますけれども、そういった場合

に困ったときに、市道は市のほうで積極的に自ら道路パトロールをしていただければ、

別にそんな要望事項も出なくてもいいし、位置関係の図面だとかそんなことも出さな

くてもいいんですよね。そういったところは今後やっていただけますでしょうか。 

Ａ 本年度からパトロールの体制は強化しておりますので、特に舗装の悪いところは、地

区にわざわざ言っていただくでも、積極的に補修はしていくようにいたします。ただ、

あと全面的なある程度の距離を持ったやつですが、舗装工事という大きな工事発注に

なりますので、そこはちょっと予算取りから考えて、路線ごとに悪いところは随時補修

はしておりますけれども、市内、結構もう舗装が悪い状況ですので、特に局部的なもの

はもうすぐに対応するようにしております。 

Ｑ 市の事業でやったわけではないんですよね。県の事業でやったとこなんですから、パ

トロールをしたときに、県土木に話をしてここはこうなんですよということは、市から

も言えるわけですよね。それまで何でもなかったところが、ダンプが何百台も通ったも

ので陥没してしまったと。それはもう明らかにダンプが通ったからそうなったわけで、

普通の乗用車なんかでは陥没するわけないですから。そういったところを、要するに積

極的に進めていただきたいなというふうに思っていますけれども、よろしく願います。 

 

Ｑ よろしくお願いします。 

  成果説明資料は108ページになります。２番の市道整備事業についてお伺いいたしま

す。青木委員が今定例会で一般質問でもやった件なんですけれども、矢熊筏場線につい

てお伺いします。 

  令和３年度は、繰越明許も含めて、およそ合計で9,000万円近くの事業費を決算額と

して計上されていますけれども、令和３年度に施工した区間というか距離、施工した場

所、その施工の方法、その辺についてお伺いしたいと思いますけれども、よろしいです
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か。 

Ａ まず、矢熊筏場線ですけれども、先に令和２年度から繰越した分としましては、矢熊

側と筏場側の２か所実施しております。まず、矢熊側ですけれども、834メートルの区

間のＬ型擁壁とかアスファルト舗装、こちらを実施しております。そうしまして、次に

筏場側ですけれども、約333メートルのところのブロック積みとか、排水工の設置をし

ております。これが大体事業費が5,000万、先ほどの矢熊側のほうが2,290万。次ですけ

れども、令和３年度、こちらになります。こちらはまた繰越しをしておりますけれども、

実際のやつがもう令和３年度分、繰越しも完了しておりますので、そちらが同じく延長

が280メートルでブロック積みとか、ただこの場合、どちらも完成形態となっておりま

せんので、延長では重なる部分もありますので、その年にちょっと手をつけて、例えば

ブロック積みだけしかやらないとか、そういう状況もありますので、足した分が全部で

きているわけではございません。そちらのほうが約5,000万。こちらについては、令和

３年度については前払い金の支出となります。 

  以上です。 

Ｑ そうしますと、令和３年度にそれぞれ矢熊が834メートル、繰越しの分ですよね。あ

と、筏場333メートル。あとは令和３年度独自のあれで、280メートルとかと、今数字が

出ましたけれども、あの路線は全長5.5キロということなんですけれども、中でも県へ

の移管を考えなきゃいけないというところの中で、非常に難しい路線なんですが、全体

の5.5キロに対して、今完工済みの距離というのは、合計でどれぐらいになっています

か。 

Ａ すみません。まず、筏場側については、まだ山側しかやっていないような状況がござ

いますので、完工済みというところではゼロとなります。すみません、ちょっと筏場側

のほうが古い資料を持ち合わせていなかったので、完工済みのところの数値を今持ち

合わせておりませんので、後ほど調べて答えさせていただきたいと思います。 

Ｑ 細かいことを聞いて申し訳なかったんですけれども。というのが、令和３年度途中か

らですか、今も現在も続いていますが、工事の関係で全面矢熊側から筏場側へ抜けられ

ない、全面通行止めの状態が続いているというふうに聞いているんですけれども、まず、

全面通行止めにしたのは令和３年度のいつでしたっけ。 

Ａ 申し訳ありません。細かい日付は令和３年度の夏頃から工事で通行止めしておりま

す。 

Ｑ 令和３年の夏ですね。１年ちょっと前なんですけれども、聞いたところによると、こ
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の通行止めの期間が、来年年明けの１月ぐらいまで続くようなことも聞いているんで

すけれども、この全面通行止めになりますよというのは、当然利用者も含めて周知はな

さっていると思うんですけれども、その周知方法が令和３年度どういうふうな形で、工

事始まる前にされたのかということと、あとは１年数か月に及ぶ全面通行止めになる

ような工事なんですけれども、なぜそのような形の工法になったのかというのを教え

ていただけますか。 

Ａ まず周知につきましては、地区への案内、回覧等となります。工事につきましては、

どうしても山側を掘削して拡幅するに当たりまして、道路面と高低差の是正もありま

すので、道路面も掘削しているような状況でございますので、全面通行止めとさせてい

ただきました。 

Ｑ かなりの難工事だというふうに聞いていますので、それも致し方ないのかなという

ふうには、僕も聞いていて思うんですけれども、どうしてもやっぱり利用される方いら

っしゃるんですよね。ワサビ農家の方とか、あとはいわゆる猟師の関係とかで、そうい

った方で道を使う方もいらっしゃるんですけれども、令和３年度においてそのことに

ついて、市民から何かこうクレームというか、何かそういうような問合せなんていうの

は、市のほうには入っているんでしょうか。私はそういう声をちょっとお聞きしたんで

伺いたいんですけれども、いかがですか。 

Ａ 実際利用している方から電話とか、現場のほうでまだ通行止めしているか、そういう

苦情はございます。 

Ｑ ございます。ございません。 

Ａ ございます。ありました。 

Ｑ 最後にします。どういう対応をされていますか。 

Ａ 工事の状況を説明して、申し訳ないけれども通行止めの御理解をいただいている状

況でございます。本年度につきましては１月までを予定しておりますけれども、一旦舗

装のほうもかけて、通行、開放できるように、工事を予定し発注しておりますので、一

旦今年度の工事をもちまして、通行止めは解除する予定でおります。 

○委員長 補足説明。 

Ａ 矢熊筏場線については、もう長期間になっておりまして、今議員おっしゃるとおりの

ことです。ただ、事業箇所については、今筏場側で展開している中で、長い距離の中で、

全面通行止めという言葉になると全部が行けないというちょっとイメージを持たれて

いますので、通り抜けができないという本当はアナウンスになるかと思いますので、例
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えば矢熊の方については、自分ち、自分の山については多分入れる状況にありますので、

その辺は地元への理解はしっかりして、ちょっと通り抜けはさすがに工事区間のとこ

ろについては無理なので、そこをもう少し丁寧に説明して、今後もまた事業費積まさせ

てもらってやっていかなきゃならない部分ありますので、長い期間中は皆さんに御理

解しっかりいただいて、批判もできるだけ少なくなるような形の周知の仕方は徹底し

ていきたいと思いますので、引き続きまた御理解していただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○委員長 お諮りします。 

  私の進行が悪くて、１時間半以上経過しました。まだ、建設課所管の会議中ですが、

上下水道課がまだ残っています。休憩をするか、それともこのまま続けるか、上下水道

課をいっぱい質疑を用意している方いらっしゃるかどうか。 

  休憩しますか。トイレ休憩取りますか。５分ぐらい。じゃ、11時５分まで休憩します。

すみません、11時10分ですね。 

 

〔休 憩〕 

 

Ｑ よろしくお願いします。 

  特別会計があるんで、そことダブっているようなところもあるんですけれども、１つ、

一般会計に出ているので。説明資料の117ページの下水道の下水道事業の中で、他会計

の補助金とか、他会計の出資金というのがあるんですけれども、これ下水道事業だと、

資本的収入とか収益的収入に分かれているんですけれども、その辺のちょっと説明を

他会計の補助金と出資金について、もう少し詳しく説明をしていただけますでしょう

か。 

Ａ よろしくお願いいたします。 

  土木費のほうから、こちら下水道の一般会計のほうへ、他会計補助金と出資金という

形で、一般会計からお金のほうを頂いているという状況になっております。 

  その中で、出資金につきましては、一般会計、企業会計、下水道の企業会計のほうで

申しますと、施設の建設改良に関わる費用に対する出資となっております。 

  その他、補助金につきましては、逆に言うと、維持管理の費用に関わる部分の補助を

いただいているというようなことで、こちらのほうが企業会計側からすると、通常の経
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費に関わる部分と建設改良に関わる部分とに分けて記載のほう、してございます。 

Ｑ そうすると、国庫の補助金みたいなものも、たしか下水道の場合はあると思うんです

けれども、まあ企業会計のほうとちょっと数字がなかなか合わなかったもんですから、

補助金も出資金も一般会計から出ているっていうことでいいんですか。それとも、さら

に国の補助みたいなものもこの中に含まれているのか。ちょっとそこを確認させてく

ださい。 

Ａ 補助金につきましては、水道事業会計のほうへ入ってきているかと思います。すみま

せん、ちょっと再度確認のほうはさせてください。 

Ｑ 今度の企業会計のときに、またすみません、ちょっと確認できればと思いますので、

お願いします。 

 

Ｑ お願いします。 

  69ページの合併浄化槽の整備事業と、それから、117ページの下水道事業に関連しま

すけれども、この合併浄化槽の整備事業ですけれども、ここに新設と単独浄化槽からの

付け替えってありますけれども、浄化槽といっても耐用年数があると思うんですよね。

それで、更新の補助というのはないんでしょうか。 

  というのは、下水道事業、下水道が完備されているところは、一般会計からの繰出金

がかなりの金額を占めていますけれども、合併浄化槽を設置した家庭というのは、維持

管理費全て個人持ちなんです。汚泥の引き抜きから、要するに県の検査、それから業者

からの定期的な契約した検査というのも全部個人が負担をしているという中で、今後、

そういった新設単独浄化槽の付け替え以外に、更新という中でその補助の制度という

のは今あるでしょうか。それとも新設する考えはあるのかどうなのか伺います。 

Ａ まず、合併浄化槽ですけれども、今現在、皆さんお使いのものには、単独浄化槽、い

わゆるトイレの汚水だけを処理するもの、それから合併浄化槽、こちらにつきましては、

トイレ、お風呂、台所等全てを処理するということで、２種類ございます。ただ、単独

浄化槽につきましては、今現在、もう使用のほう認められておりませんので、新たに同

じものを設置するということはできません。 

  したがいまして、こちらにございます単独浄化槽からの付け替え、これが合併浄化槽

への付け替えという形で、現在の補助の制度となっております。 

○委員長 更新の関係はいかがですか。 

Ｑ 更新の補助金はどこですか。 
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Ａ 合併浄化槽から合併浄化槽への取替えという形ですと、まだ、今現在、そのような案

件が出てきておりません。単独浄化槽から合併浄化槽への更新がほぼという形で、合併

浄化槽から合併浄化槽への相談というのも、ちょっと今の時点では受け付けた記憶の

ほうはございません。 

Ｑ 要するに、更新という制度は、今は市のほうではないという解釈でよろしいですか。

それで、先ほど冒頭言いましたけれども、耐用年数があるはずなんですよね。それなも

んですから、要するに、それを見据えた制度の構築っていうのは考えられますかという

ことを聞いてんですよ。 

Ａ 今の時点で更新制度というのはございませんが、今後は下水道の全体の整備の計画

の見直しも含めた中で、検討のほうは進めてまいりたいというふうに思っております。 

 

Ｑ 同じところです。69ページの合併浄化槽の話で、杉山武司委員と同じ下水道全体との

絡みで自分も聞こうと思っていたんで聞きますけれども、下水道を引いてくれる方が

もう頭打ちというか、これ以上広がらないんじゃないかっていうことでいった場合に、

合併浄化槽にだんだんだんだん切り替えていく必要が出てくるんだと思うんです。そ

れを推進しているのか、来たものを粛々と、今言ったように、相談があったところだけ

やっているのかっていうのがちょっと気になったんですけれども。 

  この５人槽を新設した場合に、５機でこの金額ですよっていうことなので、この割り

算したもの、割る５が１件の補助金ということでいいのかなと思うんですけれども、新

設した場合と単独から付け替えた場合、それぞれ若干金額が違うんだけれども、補助金

が出ていますっていうのがこの金額だと思うんです。これって実際に、大きさが多少違

うと金額も違ってくるのかも知れないですけれども、工事額の何％ぐらいの補助金が

出ているっていうことなのか、それは分かりますか。 

  それが、今の話とも関連するんですけれども、補助額が上がれば合併浄化槽にする人

も増えるのかなっていうことで、下水道でカバーできないエリアの水質管理というか、

そういう面でいうとそれが進むのかなと思うんですけれども、これ何％ぐらい出てい

るのかっていうことです。 

Ａ こちらにつきましては、定額という形になります。新設につきましては33万2,000円。

それから、ごめんなさい、ここにある５人槽の場合です。新設の場合は33万2,000円。

それから、単独浄化槽からの付け替えにつきましては41万5,000円という形で、定額の

補助となっております。 
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Ｑ 一般的な工事額でいうと、その工事額のそれぞれ何％ぐらいに相当するかっていう

のは把握していますか。 

Ａ 申請のときに、各申請者から見積もりの提出のほうがございます。すみません、ちょ

っと今手元に数字がないものですから、それぞれ家庭によって、距離とか、その辺の違

いがあるものですから、一概にどのくらいというのは言えませんけれども、見積りをも

らった中で、うちのほうとしては定額の補助をしております。 

 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長 ないようでしたら、先ほど来、資料を持ち合わせていなくて答弁できなかった

件について、まず建設課からお願いします。 

Ａ まず、伐採した木の本数ですけれども、18本となります。内訳が、柿が７本、栗が５

本、サカキが３本、あとユズリハ、アオキ、アジサイが１本ずつの合計18本となります。 

  次に、矢熊筏場線の矢熊側となりますけれども、やはり山側だけを先行して落石防止

とかやっておりますので、完成断面としてはゼロとなります。先ほど申した820メート

ルくらいですか、そこが一応改良をやった区間となります。 

  以上です。 

 

Ａ まず、土地利用の関係です。土地利用の承認の申請の件数ということですけれども、

実際こちらの具体的な内容ということについてはお答えできないんですけれども、案

件としましては、店舗ですとか駐車場、また残土の埋立て等に関する申請ということが

主なものということになります。それから、国土利用計画法の関係です。無届けのもの

については、こちらとしてまだ受理をしていないということです。 

  それから、太陽光の相談の件数ということですけれども、３年度につきましては２件

の相談がありまして、こちらは４年度に同意は済んでおります。 

  もう１件、旅館の関係ですけれども、こちら観光庁の高付加価値補助金というものに

よりまして、近隣の民間宿泊施設のオーナーが解体する予定があるということです。 

  以上です。 

 

（委員間討議）なし 
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【総合政策部関係】 

議案第52号 令和３年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について 

（補足説明）なし 

（質 疑） 

Ｑ お願いいたします。 

  説明資料３ページ、新型コロナウイルス対策事業の中の学生さんに対する支援のこ

となんですけれども、とても喜んでいると思いますけれども、この中で、学生286件と

いうことでしたが、その下の「特産品３種類を選定し」、なんてあります。この３種類

をちょっと聞きたいんですけれども。学生さんをどういうふうにして286件を選んだ基

準っていうのはありますでしょうか。 

Ａ よろしくお願いいたします。 

  こちらの学生応援事業につきましては、ホームページやＳＮＳで、学生さんにこうい

う事業がありますので申し込んでくださいという募集をかけました。その結果、親御さ

んを通じてとか、学生さん本人によって、286件の申請があったということになります。 

  それと、この特産品３種類でございますが、まずＡセットにつきましては、ジビエイ

タリアンセットということで、ジビエのスパゲッティのセットがＡセットになります。

Ｂセットといたしましては、ティータイムセットということで、梅組合の梅ジュースと

お茶のセットがございます。Ｃセットといたしまして、満腹スパイシーセットというこ

とで、レトルトカレーと伊豆市産米のセットの３種類のセットとなっております。 

  以上です。 

Ｑ ありがとうございました。 

  魅力的なプレゼントで、すごくいいと思いますけれども、大体地域的には伊豆市内に

住んでなきゃ駄目でしたっけ。そうじゃなくて、東京に行っている方とかも大丈夫でし

たっけ。説明受けたような気がするんで、すみません。 

Ａ こちらにつきましては、伊豆市内に住んでいて、伊豆市からその学校に通っている方

は対象になりません。伊豆市内の学校を卒業した方で伊豆市外に住んでいる方につい

て対象としております。 

  以上です。 

 

Ｑ すみません。今のところでちょっと確認したいことがあります。 
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  アンケートを取ったということなんですけれども、アンケートの結果をどのように

分析したのかっていうことと、そういう事業を行ったことによってＵターンにつなが

ったのか、あるいは、今後の企画立案等についてはどういうふうに考えているのか、伺

います。 

Ａ こちらにつきまして、学生さんに申し込む際にアンケートをしてもらうということ

で、それを必須といたしました。 

  その中で、特徴的なものといたしましては、地元に戻りたいと希望する学生さんが全

体の67％おったということ。これにつきましては、大学だと１年生から４年生までござ

います。やはり１年生、２年生については、ぜひ地元に戻りたいとか、いずれは戻りた

いとかという結果がございましたけれども、３年生、４年生になりますと、やはり現実

的な就職活動をするものですから、伊豆市、地元に戻らないとか、都会で就職するとい

う結果がございました。 

  その結果につきましては、地元に就職先がないということが学生さんに先入観とし

て入っている。そこで、魅力的な仕事がないという理由で学生さんが外へ、地元に帰っ

てこないという結果がありましたので、今後、事業といたしましては、こちら地元にも

こういう就職口があるよという情報提供をやっていく、それを強化していく必要があ

るかなというふうに考えております。 

  以上です。 

Ｑ よく分かりました。 

  そうすると、単年度の事業というか、令和３年度なんで、Ｕターンの実績みたいなも

のというのはなかったということでいいですか。それとも、ある程度は帰って、別にこ

の支援を受けたおかげで帰ってきたわけではないんだけれども、Ｕターンの実績みた

いなものがもし分かれば教えていただきたいなと思います。 

Ａ こちらにつきましては、あくまでも、コロナでアルバイトができないとか、そういう

状況の伊豆市出身の学生に対する支援ということで行ったものですから、ちょっとそ

の方々が、これをきっかけに就職でこっちへ帰ってきているというエビデンスは今取

れていません。 

  以上です。 

 

Ｑ よろしくお願いいたします。 

  成果説明資料は170ページで、決算書が305ページ、両方見ていただきたいんですけれ
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ども、基金積立金について伺います。 

  このうち、地域振興基金積立金ということで、成果説明資料には1,891万円となって

います。一方、決算書の305ページの表を見ますと、地域振興基金は13番に出てくるん

ですけれども、令和３年度の積立ては666万5,773円となっています。金額の相違がちょ

っとあるように思うんですけれども、これを説明してもらいたいと思います。 

Ａ すみません。確認させていただきたいと思うんですけれども。 

Ｑ 説明資料を僕が一段見間違えました。ごめんなさい。 

  じゃ、質問変えます。 

  決算書の305ページを見ますと、13番の地域振興基金は令和３年度で取崩し分という

ことで、1,049万円取り崩しております。これ一時的に取り崩して、また積立てがあっ

たり、いろいろあるんですけれども、この取崩し分は、令和３年度の事業において、ど

の事業にこの振興基金を財源として充てていますか。 

Ａ こちらの地域振興基金につきまして、取崩しの充用先につきましては、バス路線の維

持における補助金の交付、それに充用しております。あと、地域づくり協議会への交付

金500万円の原資としてこちらを充用しております。 

  以上です。 

Ｑ 一応、基金の目的はそのようなことでスタートしていると思いますんで、目的どおり

に充当されているんじゃないかなというふうに思います。 

  それで、これ、そもそもこの基金の創設のときに、合併特例債を充ててこの24億の

95％ですから、それに相当する部分を合併特例債で借り入れているんですけれども、こ

の令和３年度の積立てが、先ほど言った666万5,773円というふうになりますけれども、

成果説明資料の170ページを見ると、３番の事業の成果で、主に基金利子収入の積立て

を行ったってあるんですけれども、これ全部基金の利子収入じゃないと思うんです、積

立ての666万というのは。それとも、全部基金の利子収入、地域振興基金の利子収入に

当たるんでしょうか。 

  それと、あと、この合併特例債で借入れを行っているので、既に償還が始まっている

と思うんですけれども、その前のかな。169ページ辺りに償還元金とか償還利子とかあ

るんですけれども、地域振興基金の償還については、令和３年度、それぞれどれくらい

の金額になっているのか教えていただきたいと思います。 

Ａ まず、こちらの基金の積立金につきましての地域振興基金の積立金666万6,000円、こ

ちらは全額利子の運用のものとなります。 
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  交際費、こちらにつきましては、ちょっとまた後で調べてお答えさせていただきたい

と思います。すみません。 

Ｑ じゃ、お願いします。 

 

Ｑ お願いします。 

  ６ページです。広報事業の中で、事業の内容として、職員の情報発信力の向上の研修

を行ったということを書いていまして、その事業の成果として、積極的な情報発信を推

進するため、管理職を対象とした広報研修を実施したとありますけれども、これ令和３

年度の実績ですけれども、これは今年の令和４年度の業務執行にどのように反映され

たのか伺います。 

Ａ こちらにつきましては、職員の情報発信力の向上ということで、職員一人一人がセー

ルスマンということを目標に掲げて、そのスキルアップのために行った研修でござい

ます。こちらにつきましては、令和３年度につきましては管理職のほうを対象とした研

修を行いました。 

  その中で、成果といたしましては、毎月実施しておりますプレスリリース等の発信の

仕方をどのように目を引くような、今の言葉で言うと、刺さるような言葉で発信をでき

るかというところを学んだところが成果であるかなというふうに思っております。 

  以上です。 

Ｑ 議会だよりなんかの場合も、要するに、その紙面の評価というものがされているわけ

ですけれども、市の広報紙についても、そういった評価というのは第三者で評価してい

るんですか。そういう機関はあるんですか。 

Ａ こちらにつきましては、広報伊豆についての市民アンケートというものを実施して

おります。その中で、意見というものを集約させていただいております。 

  以上です。 

Ｑ その市民アンケートですけれども、どういった形でアンケートの集約、広報をしてお

りますでしょうか。 

  要するに、市民への周知もなされていますかということをお聞きしたいんです、アン

ケート結果の。 

Ａ こちらにつきましては、総合戦略に対する市民アンケートと一緒にアンケートを行

っております。その中で、広報についての項目も入れております。 

  その中で、市民アンケートについての周知というものは、特に表には出していないか
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と思います。ただ、総合戦略の会議の中で、委員さんの中で総合戦略の全体の結果とか

の中で議論はしていただいております。 

Ｑ 自己満足にとらわれることなく、こういった広報事業というのは、要するに発展して

いかなければならないんです。常に新しい観点から進めていくという手法が求められる

と思うんですけれども、それが市民に対するサービスであると私は思いますけれども、

ぜひともこういったことは市民に対して広報すべきではないかと思います。それが要す

るに、新しいというか、次々と新しい考えを持った広報というものができていくんじゃ

ないかと思うんですけれども、そこのところはいかがでしょうか。 

Ａ まさに杉山議員のおっしゃるとおりであると思います。 

  今後、広報の仕方、周知の仕方のほうを考えていきたいと思います。御意見ありがと

うございます。 

 

Ｑ よろしくお願いいたします。 

  成果説明資料７ページになります。１番の財政事務費250万9,000円についてお伺い

いたします。 

  事業の内容の公会計統一基準財務書類作成業務委託235万2,000円の決算額となって

います。その下に事業の成果も書かれておりますが、この業務委託した成果品であった

りとか、あとはそれに基づいた成果、それをどのように評価しているのか伺いたいと思

います。 

Ａ こちらにつきましては、統一的な基準に基づく公会計の財務諸表を作成いたしまし

て、全国市町統一の財務諸表でそれを見える化するというのが目的となっております。 

  これにつきましては、作成は１年遅れ、令和２年度の分を令和３年度に作るというこ

とになっておりますので、財務諸表のいわゆる財務４表といわれるものにつきまして

は、ホームページで公開しております。 

  これの活用につきましては、今のところ具体的な活用というものはないんですけれ

ども、各市町との比較の指標として使っているという状況でございます。 

  以上です。 

Ｑ そもそも、この業務委託の目的っていうのが、全国どの市町村でも同じ財務諸表が見

られるように、また公開できるようにっていうところが目的なんで、業務自体の効率化

とか、その辺が目的じゃないのかも分からないんですけれども、そうした実際の業務に

ついて、若干でも効果があったのかどうかっていうところは、令和３年度についてはい
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かがですか。 

Ａ これにつきましては、議員御指摘のとおり、目的はそのような全国統一の財務諸表の

見える化というところで、その見える化する部分での財務状況の公表という意味で、こ

れは効率化というよりも、情報公開のほうの部類になろうかと思います。 

Ｑ すみません。そういうことじゃないかなと思ってお聞きしたんですけれども。 

  それと、最後にお聞きしますけれども、以前から、いわゆる実際の財政状況を把握す

るために、今、市のほうでも、水道事業とかのような、いわゆる公会計、複式簿記制の

そうした会計制度も導入したほうがいいんじゃないかって、そんな話も以前はあった

と思うんですけれども、令和３年度において、これは国県も含めてのことだと思うんで

すが、その辺の動きっていうのは今どういうふうになっているんでしょうか。 

Ａ まだ、全国的にはそういう動きにはなっておりません。一般会計につきましては、そ

ういう動きにはなっておりません。 

Ｑ 確認ですけれども、動きもないってことですか。 

Ａ すみません。動きについては、今のところないと把握しております。今のところ、こ

の財務諸表の作成とその公開という動きになっておると思います。 

 

Ｑ それでは、決算概要の報告書、１番の15ページ。 

  ここに基金の状況と地方債の状況が出ているんですけれども、地方債の関係が278億

円ほど残っているということで、これ実際に、交付税措置を差し引いた実質の借金の金

額というか、借金って言い方はちょっとおかしいんですけれども、それは幾らになりま

すか。分かりますか。 

Ａ そちらにつきましては、ちょっと計算のほうしておりません。すみません。 

Ｑ 複雑な計算になるとは思うんですけれども、これだけ今起債を借りて大型事業に取

り組んでいる中、各事業によっては実質金額っていうのを出してるんですけれども、全

体もやはり把握したいんで。仕事が増えるとは思うんですけれども、大体期末にはこの

ぐらいっていうのがあれば議員も分かりますし、市民に問合せがあったときにも答え

られますので、そういう資料の作成については今後どうするんでしょうか。 

Ａ 議員の御指摘の詳細の、要は借金に対してどのぐらい今、市として本当の負担がある

のかというものについては、現在、財政シミュレーションをつくっております。 

  本議会最終日の後に、その内容について企画財政課のほうから報告はさせていただ

くんですが、その中で、今の御質問の部分についても、資料として御用意はできると思
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いますので、そこでお答えをさせていただければと思います。 

  以上です。 

 

Ｑ お願いします。２番の決算成果説明資料の20ページ。 

  これ、１点ですけれども、２番の事業内容、丸が５つありますけれども、３、４、５

のほうが、土肥小学校のことについて書いてございますので質問させていただきます

けれども、特に一番最後の旧土肥小学校の改修工事2,134万円計上してございます。そ

して、その内容が民間事業者、リングローさんなんですけれども、意向を踏まえて、旧

校舎の利活用に向けた用途変更改修工事を実施しましたと書いてありますけれども、

この実施した工事内容等を質問させていただきます。 

Ａ こちらの工事につきましては、旧土肥小学校を株式会社リングローに利活用しても

らうという中で、大きく３つの改修工事を行っています。 

  １つ目といたしましては、耐震診断で指摘された事項の改修ということで、地震の際

に危険な部分の撤去、具体的に言いますと、屋上に水槽タンクがございました。そちら

の撤去ですとか、建物間のクリアランス、離隔を確保するための改修を行っております。 

  ２番目につきましては、用途変更に伴う改修でございます。こちらにつきましては、

小学校から様々な利活用をするものに用途を変えるものですので、その改修を行いま

した。具体的に言いますと、排煙設備の設置ですとか、非常用照明、誘導灯の設置、あ

と自動火災報知器の設置、それと屋内消火栓の設置でございます。 

  ３つ目といたしましては、施設利用者の快適性の向上による改修です。これにつきま

しては、トイレを改修したり、１階の一番奥、土肥・小土肥地域づくり協議会のほうで

健康づくりということでフィットネスルーム、体力づくりということでフィットネス

ルームを改修したり、エアコンを設置したりという工事を行いました。 

  以上です。 

Ｑ 説明ありがとうございます。 

  とならば、着々と進んでいるということで、ならばリングローさんが、昨年、雇用が

大事だと思うんですけれども、一体地元合計で何人採用したのか、また地元の方は何人

採用されているのかっていうのは把握しておりますか。 

Ａ すみません。ちょっと地元の人は何人採用したか。すみません、小長谷議員から３人

採用していると。 

Ｑ 僕らはリングローさんが来ることによって、土肥地域の方が活性化になると思って
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喜んだんですけれども、現実的には今３人ということだと、あまりにも考えちゃうよね。

それと同時に、リングローさんは今現在の事業内容は分かっているんだけれども、説明

していただいたから。それ以降に、例えば事業拡大をしている計画があるのか、従業員

の採用を増やすのか、そういうことは皆さん把握しておりますか。 

Ａ 旧土肥小におけるリングローさんの事業につきましては、従来の中古パソコン等の

販売と、その教室を開いていただくということを主にやっていく、今後もそれをやって

いくということは把握しております。 

  こちらにつきましては、リングローさんについては、地域の拠点としてここを活用し

ていただいている。それをリングローさんが主催していろんなイベントをやっていた

だいているというところで、リングローさんが入っていただいている意義といいます

か、利点はあるかというふうに考えております。 

Ｑ 課長の説明では素朴な答えだけれども、やっぱり地域の拡大を考えた場合に、今の状

況では考えられないね。これは３年度だから仕方ないんだけれども。 

  それと同時に、今旧小学校のグラウンドが駐車場だけなんです。現実としては駐車場

っていうのは、何かリングローさんは計画、将来に向けて何らかの計画、建築拡大とい

うことは、ちょっと違うけれども、考えていらっしゃるのか。その辺把握していますか。 

Ａ 駐車場部分のところに建築をするというのは、今のところリングローさんのほうで

は考えていないと把握しております。 

  リングローさんの中で、自分ちで自主的な事業として、１階の教室の前に張り出しの

デッキみたいなのを設けてカフェをやりたいという計画があるというのは伺っており

ます。 

 

Ｑ 説明資料の24ページ。10番、戦略的プロモーション事業について伺います。 

  こちらに事業内容として、たくさんいろんなことをやって実施されたということな

んですが、例えば、「イズメンカード」なども他の市町の方に、どんなことを婚活とか

そういうことでしているかと聞かれたときに、伊豆市でこういうのもありますよなん

て話をさせていただいたところ、すごく面白いねというふうに言っていただいて、いい

企画だなというふうに思っております。 

  これらの事業の成果というところで見ますと、それぞれがＰＲしたというふうな形

で終わっているんですけれども、例えばこれ、デジタルサイネージとか、いろいろな形

でいろいろな場所でＰＲをされているようなんですけれども、この事業を振り返って、
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成果としては、例えばこのルートからこんなふうな反響があって、こんなことにつなが

ったとか、そういうふうな実例がありましたら、この成果のほうで見られたらいいかな

と思ったんですけれども、ＰＲだけで終わっているので、そのＰＲの後、どんなふうに

これが実際に成果を上げているのかという実例がありましたら教えてください。 

Ａ このプロモーションにつきまして、駅へのＰＲ看板とか、動画の作成とかいろいろや

っています。直接的に、これをやったからこういう成果があったっていうのはちょっと

見えにくい部分がございます。数字として表れないものなんですけれども、あえて表す

としますと、先ほどお話をさせていただきました市民アンケートの中で、住みよさ、愛

着、居住の意向、伊豆市に住みたい、住み続けたいという意向が７割を超えているとい

うアンケートの結果が出ております。そこで、このようなプロモーションの事業がだん

だんと浸透してきて、住みたい、住み続けたいという意識の方が増えてきているのでは

ないかというふうに私どもは推測しております。 

  以上です。 

Ｑ この幾つかある中で、例えば、今だとなかなか数字に表れにくいということもあるか

と思うんですけれども、例えば、これをもう少し広げてやってみようとか、ここはちょ

っと来年度はやめてとかというふうな、そういう見直しみたいなことはあるでしょう

か。 

Ａ こちらのプロモーションにつきましては、やめてしまうと、もうそれで終わってしま

うというところがあると考えておりまして、いろいろ動画をいろんな方を、市内のいろ

いろな方をピックアップして、伊豆市のよさを伝えていくというのは継続的にやって

いくという考えでいます。 

  それと、令和３年度につきましては、婚活イベントをぜひやりたかったんですけれど

も、コロナの影響で、結局こちら、「イズメンカード」を作ったまでで、実際の婚活イ

ベントというものは中止になりました。伊豆市の傾向といたしまして、未婚率が高いと

いうところがありますので、その解消のために、今後は婚活イベント等のそういう出会

いの場の創出を増やしていきたいと思っております。ちなみに、この婚活イベントなん

ですが、今度の10月１日、２日に１泊２日で婚活イベントのほうを行う予定でおります。 

  以上です。 

Ｑ 最後です。 

  どういうふうに伊豆市をプロモーションするかっていうその見せ方とか、言葉の届

け方とか、すごく一番大事なところかと思います。 
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  伊豆市の今年の予算で、伊豆市のウェブサイト、ホームページを更新っていうか、全

く新しい形にするっていうふうな予算があると聞いています。今のウェブサイトを見

ると、本当に翻訳、多言語の対応なんかも、やっぱりちょっとなかなか難しいところも

あるし、見せ方もかなり古いというか、これを見たいのにここまでたどり着けないとか、

あとはこんなにいいところがあるのにそこを表していないとか、いろいろあると思う

んです。 

  なので、こういうプロモーションとも通じると思うんですけれども、そういう伊豆市

全体を本当に、今までのＤＸの研修を受けたときもそうでしたけれども、変わっていく

ってことがすごくこれからは大事だと。そういう意味で、本当に新しい視点というか、

今の時代に合ったような視点を取り入れたこういうふうな取組の型で、一応こういう

ふうにいろいろ出ていますけれども、それさえも、もう一度見直していくような形で進

めていただけないかなというふうに思って質問したんですけれども、その点を考えて

いただけたらと思います。終わります。 

Ａ 議員から貴重な御意見をいただきました。 

  議員の御指摘のとおり、企画財政課、ホームページのリニューアルを今進めておりま

す。リニューアルの事業者を選定いたしまして、今具体的にどういうふうに変えていく

かというものを庁内の職員のワーキングチームを立ち上げまして、それで企画のほう

を練っております。令和５年４月からは、新たな今より使い方が向上したホームページ

になって、伊豆市のプロモーションも向上するというふうに考えております。 

 

Ｑ 22ページのふるさと納税促進事業についてお伺いします。 

  私の住んでいる修善寺地区の修小学区も、この間ちょっとブランクがありましたけ

れども、地域づくり協議会をまたということで、区長さんはじめ、尽力しまして、少し

ずつ進んでいると思いますけれども、その中の説明の中で、ふるさと納税が、要するに、

ふるさと納税を申し込むときに、どちらかのところに寄附をしたいですかっていうと、

そこのところに天城湯ヶ島地域づくりにやりますっていうと、そこにふるさと納税が

使われるっていうことなんですけれども、いただいたその寄附金というのは、この決算

には出てこないですか。それともどっかに。すみません、分からないもんですから。 

Ａ ふるさと納税においての各協議会への上乗せ分ということだと思いますけれども、

これにつきましては、地域づくり課のほうであると思うんですけれども、地域づくり協

議会への交付金、定額で500万というのがあるんですけれども、それに足して、この寄
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附を頂いた分の大体６割が経費でかかっているものですから、返礼品とか。ごめんなさ

い、４割ですね。返礼品が３割で各事務手続で１割。４割は事務費でかかっているもん

ですから、寄附額の６割分を上乗せするという形で支出しております。 

Ｑ ちょっと、どこでやっているかも分からず質問して申し訳ありませんけれども、やは

り修善寺の温泉場は宿泊が多いので、もしかしたら、もっとこっちのために使ってもら

えるんじゃないかなと市民の方たちは思っている方も多いもんですから、ちょっとこ

んな説明をいたしました。 

  やはり、地域づくり課もやっぱり必要で、それによって上乗せがあるから、できたら

地域づくりがあったほうがいいっていうことですよね。 

Ａ こちらのふるさと納税につきましては、伊豆市、地元を応援したいということで寄附

を頂いております。その使途、いろいろな、これに使ってほしいという使途を今現在だ

と６の使途の方法を選べる。その中で、伊豆市、特にこの地域の地域づくり協議会が頑

張っているから、私はそこ出身なのでそこを応援したいという方が寄附されるという

ことになっております。 

Ｑ すみません、もう一度聞きます。 

  要するに、その地域づくりに500万はくれますよね。その上乗せ分の中に、その頂い

た分が入っているっていうことでよろしいでしょうか。 

Ａ 500万と別に、その入った分を上乗せで交付しているということになります。 

Ｑ じゃ、決算はこれのどこに出てくるのか。その地域づくりのところに出てくるのか。

すみません。 

Ａ 決算説明資料の17ページになります。そこで、地域づくり推進事業の中で、地域づく

り交付金というところで計上しております。 

  一番分かりやすいので言いますと、土肥・小土肥地域づくり協議会が603万6,000円と

なっております。通常であれば500万なんですけれども、土肥・小土肥地域づくり協議

会さんは、その寄附額、寄附される方が結構いましたので、その上乗せ分を足して603

万6,000円を使えるということになっております。 

Ｑ 分かりました。すみません。 

 

Ａ 先ほどの地域振興基金の元金利子の所管額ですが、令和３年度につきましては、元金

といたしましては１億4,776万円です。利子分につきましては229万886円となっており

ます。 
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  以上です。 

Ｑ 質問します。 

  説明資料の２ページです。企画財政課秘書室の、叙勲の上申がゼロ件。年度内の決定

はゼロ件になっているんですけれども。こちら、推薦だとか、そういたこともなかった

ということでしょうか。 

Ａ 秘書室の矢川と申します。よろしくお願いいたします。 

  推薦につきましては、対象の方が２人いらっしゃいまして、２人推薦をしているんで

すけれども、残念ながら採用されなかったということで、推薦はしたんですけれども、

上申までは至っていないというところでございます。 

Ｑ そうすると、それは例えば御本人がお断りしたとか、そういうことではなくですか。 

Ａ 市のほうで県のほうに推薦はしているんですけれども、対象の方が多いようで、なか

なか採択されてこないというところが実情のようです。 

Ｑ 今までも大体１名ぐらい毎年いたかななんて思われるんですけれども、例年何名ぐ

らい、例えば上申されたり決定されたりする件数はありましたか。 

Ａ 例年は、その２名の方がまだ叙勲を受けていらっしゃっていないので、その方の毎年

推薦はさせていただいておりまして、あとは、年数に応じて対象になる方が出てきます

ので、そのタイミングでその方も併せて推薦するようにしております。 

 

Ｑ せっかくの決算審査ですので、聞きますね。 

  資料のほうで言うと169ということになるんですけれども、公債費とか基金の関係に

なりまして、自分が見ているのは、概要報告書１のほうの40ページ、41ページ、42ペー

ジ。それとあと、基金のことともちょっと関わりはあるんで、決算書は、305ページの

基金のところです。 

  地方債の状況を事細かにこう記載していただいてあって、借入れが幾らあって、今年、

元金と利息を幾ら返して、残高は幾らかとまとめてもらったので、すごく細かく分かっ

て、これ見てよかったと思っています。 

  ３年の地方債の返済の状況というのは、これ見れば分かるとおりということだと思

うんですけれども、めくって42ページの上のところを見ると、金利ですよね、これ、

1.5％以下とか、2.5％以下と。それぞれ借りている利率を示していると思われるんです

けれども、それで、今、低金利ですから1.5％以下というところが大部分なんですけれ

ども、1.5％以下といっても、1.5％と0.8％だと倍くらい違うということにもなるんで
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すけれども、一般的にどの辺が中心金利なのかというのは、分かったら教えてもらいた

いんです。 

  というのは、利息もばかにならなくて、結構な金額を払うようになりますので、その

辺に、全体に影響があるかないかといったら、大してないとはいいながらも、そうはい

っても、なるべく安く借りられたほうがいいのかなということで、1.5％以下の中の内

訳的なものが分かったら教えてほしいです。 

  それとあと、この地方債いろいろあるんですけれども、ほとんどのものが長期の借入

期間だと思うんですけれども、30年が一番長いのかなと思っているんですけれども、何

年ぐらいの期間のものが多いのか。30年が多いのかなというような印象なんですけれ

ども、短いものは５年とか７年とかもあるのかな。多分、期間が長いもののほうが利率

が安いのかなという、低いのかなというような一般的なイメージなんですけれども、そ

の辺がどうなのかというのが２点目。 

  それから、できれば利率の高いものはなるべく、仕組みとか制度が許せばなんですけ

れども、先に返しちゃったほうが利息の利子の負担が減るので、利率の高いものから繰

上償還みたいなものをできればしたほうがいいんじゃないかなというのは、常々自分

は思っているんですけれども、ルール上できないものもあるというのも聞いています。 

  そこで、その絡みとして、基金の中に減債基金というのがあって、これってまさしく

債務を減じるための、借金の返済のための基金なのかなということの確認と、あと３年

度に6,900万減債基金取り崩しているんですけれども、これは何かそういう優先して返

済したいものがあって、それに充てたのかという、その３つちょっと教えてください。 

Ａ まず、利率につきまして、42ページの中で、1.5％から5.5％というのがございます。

今、大体、借り入れている主な資金の利率といたしまして、財政融資資金につきまして

は、これ借入額と返済期限、期間の差はございますが、大体0.2から0.4％。地方公共団

体金融機構につきましては0.03から0.3％、市中銀行につきましては、0.2％から0.37％

の利率の状況となっております。 

  ２つ目の質問ですけれども、償還期間が長いものつきましては、議員御指摘のとおり、

30年というものがございます。大体ですが、15年の償還期間のものが多いというふうに

認識しております。利率につきましては、先ほどお話したとおりになりますかね。 

  ３番目の質問、減債基金の取崩しなんですけれども、こちらにつきましては、地域振

興基金の借り入れたその元金と利子の償還分をこちらから取り崩しているというふう

にしております。 
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  以上です。 

Ｑ 分かりました。減債基金の分は、じゃ地域振興基金の合併特例債を借りて、それを基

金に積んでいいよという仕組みになったときに、借入れをして基金を積んだんだけれ

ども、じゃそれを今優先的にもう返しているということですね。分かりました。 

  それで、この減債基金て、すみません、これは決算審査とちょっと離れちゃうんです

けれども、何か積める条件があったんでしたっけかというのを、ちょっと確認させても

らっていいですかね。 

  それと、さっき聞き忘れちゃったんですけれども、借り入れているものは、今、大体

かなり低い金利だというのが今分かったんですけれども、これ固定金利ですよね。２つ。 

Ａ まず、金利については、固定金利でございます。 

  すみません、減債基金の積立ての条件としては、ちょっと条例に規定するものですね、

条例にのっとった積立てを行うというところで、すみません、基金の積立てをしている

ところでございます。すみません。 

Ｑ すみません、聞き方が悪かったかもしれない。減債基金に積んでもこの返済には充て

られないよというのがあったような気がしたもんで、それを確認したかったんですけ

れども。合併特例債は駄目とか。そういうのはなかったですか。なければいいです。勘

違いかもしれないです。いいです。決算と関係ないからいいです。 

○委員長 いいですか。 

Ｑ はい。取り下げます。 

 

○委員長 ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長 次に、地域づくり課所管、決算書68ページから111、附属説明資料３ページか

ら36ページについて、質疑を受け付けます。質疑はありませんか。 

 

Ｑ お尋ねします。 

  成果説明資料19ページ、バス路線維持事業についてですけれども、事業の内容の④に

伊豆市地域公共網形成計画事業ということで、待合環境整備事業補助ということで、こ

こにこういう項目は載っているんですけれども、実際には何も支出していないと、して

いないんですけれども、この計画したけれども、内容、整備事業をすることができなか

ったのか何なのか、ちょっとそこら辺のところを説明してください。 
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Ａ 地域づくり課長の山口です。よろしくお願いいたします。 

  御質問のありました待合環境整備事業補助でございますが、こちらはバス停等を少

し広くしたいとか、休憩するための椅子等、屋根等をつけたいといった場合に、要望が

あった際に補助金を出すものでございます。少し前に八幡のバス停等新しく広げられ

たときに、椅子等をつける上で補助のほうを出させていただきましたが、令和３年度に

つきましては要望がなかったということで、バス停のそういった椅子等の整備の補助

を出さなかったということになります。 

  以上でございます。 

Ｑ 要望がなければその事業はやらないと。市のほうで考えて、ここにつけたほうが安全

対策の関係からとか、そういった部分でつくったほうがいいかなという考えはなかっ

たですか。 

Ａ 議員がおっしゃるところはもっともでございます。我々としましては、今度は新しい

中学校ができるといった際には、バス停等も広げる部分ということで、学校教育課です

とか建設課とお話をしてございます。議員おっしゃられるようなことも分かりますの

で、基本的には地域の方たちからの要望をできるだけかなえたいということでござい

ますが、我々ちょっと一歩前を進んで、我々が見てこういったものが必要だなというも

のにあれば、ちょっと一歩前向きに検討していきたいと考えてございます。 

Ｑ ぜひお願いします。 

  以上です。 

 

Ｑ すみません。説明資料の４ページ、地域づくり課のコロナ対策なんですけれども、市

長も答弁で、バスのカードで使って小銭を出さなくて、それもＤＸじゃないかなんてい

う話をしていたんですけれども、１社が取り下げたということで、どういう理由でやら

なかったということがもし分かれば、教えていただきたいと思います。 

Ａ １社につきましては、伊豆箱根バスでございます。今回、路線の関係で、東海バスへ

中伊豆線につきましても変更になるということもございまして、伊豆箱根バスのほう

で検討した上で、手を下ろしたという形でございます。ですので、独自でキャッシュレ

ス決済のほうは、国のほうの補助金をもらってつけていることだと思いますが、市とし

ては要望がなかったと、中伊豆線の関係でなかったということでございます。東海バス

につきましては、こちら活用してございます。 

Ｑ 分かりました。確認です。 
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Ｑ 説明資料の23ページ、９の移住定住促進事業のところです。こちらでもいろいろな事

業をされているところがよく分かります。この中の生活体験お試し住宅事業について

ですけれども……すみません、その前に、こちらも先ほどの企画財政課のところでも取

り上げさせていただいたんですけれども、市内外に向かって伊豆市をアピールすると

いうことで、移住促進・定住促進、若者にこちらを向いてもうとか、いろいろなことと

ちょっとつながるかなと思って、質問させていただきます。 

  企画財政課のほうで行っているこういうプロモーション事業と、それから地域づく

り課のほうで行っているこのような定住とか移住の促進の事業というのは、お互いの

情報を発信しているという面では、情報を発信してこちらに、伊豆市に目を向けてもら

うということでは、リンクすることだと思うんですけれども、例えばこのオンラインで

のこういう参加するとか、空き家に関してとか、そういうので何かそのどちらの課が出

した情報でここにつながったとかと、そういうような、オンラインでも実際に会ってで

も対面して、その興味を示してくださった方たちからそういう聞き取りというような

ことはして、それを次の情報発信に生かしているというようなことは、なさっているの

でしょうか。 

Ａ コロナ禍の影響で、なかなか対面での移住者との移住相談というのが令和３年度は

できなかったということになりますが、オンラインでの移住相談ということで９ｉｚ

ｕと、あと、我々の空き家バンク等を利用して移住につながったといった事例は、14件

ございます。 

  また、そのようなオンラインでの情報等も取りまとめて、我々のほう、移住施策のほ

うにますますの移住者を増やすための施策として、企画財政課とプロモーションのほ

うにも移住の担当者のほうが参画しておりまして、ただ単に伊豆市のプロモーション

ということでなく、移住も含めた上でのプロモーションという事業を、同じ部でござい

ますので、やっているといった状況でございます。また、そのような取組をますますや

っていきたいと思っている状況でございます。 

Ｑ そうしますと、よく聞かれる縦割りというか、こちらでやっているけれども、そちら

でやっていることがちょっとつながらないなんていうことが聞かれることも度々ある

んですけれども、この件に関しては、お互いに情報とかシェアしながら担当者同士が進

めているというふうに理解してよろしいんですね。 

Ａ これにつきましては、同じ部屋で２つの課ございますので、話している言葉全て伝わ
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ってくるというようなことでございますので、黒須議員が言われているとおり、２課連

携して、今後もそういった事業をやっていきたいなと思っております。 

Ｑ 最後に１つ。このお試し住宅事業についてですけれども、これは今年は行ったという

ふうでよろしいですか。 

Ａ 今年も行っております。２棟ございますので、担当のほうはかなり出たり入ったりと

いうことで、来てくれる方が多いものでございますから、その対応をしているといった

状況でございます。 

Ｑ テレビとかでも、そのお試し体験というのが放送されたりなんかしている状況です

し、手応えというのが、多分、実際に試すということが大きいかなというふうに思いま

す。観光などでも体験してもらうことが一番分かりやすいかなと思うんですけれども、

そういういろいろありますけれども、先ほども申し上げましたけれども、そういう事業

を行っていく上で手応えを感じるとか、ここをもう少し強化していくとかというふう

なことで、この令和３年度に行った事業の中で、特にこれから力を入れていくというふ

うなことを考えている事業とかありますか。 

Ａ 少しお試し住宅とは違いますが、空き家バンクの登録した件数が令和３年度と同じ

く現時点で20件という形になりまして、ただ、成約の件数が令和３年度は12件、令和４

年度は現時点で10件という形で、成約の件数も伸びておりますので、空き家バンクにつ

いての事業について、少し力を入れてやっていきたいなというふうに思っております。 

 

○委員長 すみません、関連で私から１つだけ。空き家とそこに付随している農地があっ

て、所有者が一緒であると。その農地も取得したいというような希望移住者はどのくら

いいたか把握していますでしょうか。 

Ａ 数字のほうは、具体的な数字は持っていないんですが、やはりそんなに大きい面積じ

ゃなくて、家庭菜園的なものはやって、やはり伊豆市ですので、自然豊かな場所なもん

で、自分たちの食べる分ぐらいはつくっていきたいなというような声をよく聞いてお

ります。 

○委員長 じゃ、その農地は取得できるんですね。 

Ａ 地域づくり課の渡邊と申します。よろしくお願いいたします。 

  現行制度の中では、やはり農地法の絡みがございますので、面積要件であるとか農家

要件であるとか一定の条件がございますので、あくまで、現時点では所有権を取得する

ことはできないという状況になっています。ただ、今、法改正等が行われて、今度の４
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月以降、その下限面積が撤廃されるというお話も聞いておりますので、今後につきまし

てはそのような動きが出てくるのではないかと考えております。 

  以上です。 

○委員長 農林水産課からもそういう説明を受けましたけれども、既に近隣でやってい

る自治体もありますので、そういった発信もどんどんしていくべきだと思いますんで。 

 

Ｑ すみません、今のところなんですけれども、１つ確認させてください。 

  オンラインで移住体験ツアーを行ったというふうに出ているんですけれども、これ、

９ｉｚｕさんがやったのかということと、具体的にどういう感じのオンラインの移住

ってやるんですか。ちょっとイメージが湧かないもんですから、あと、それに職員も一

緒に入ってやっているのかという、その３点について伺います。 

Ａ 通常でしたら、東京のほうで移住相談センターというところがございますので、そち

らでやっているわけですが、令和４年度はそちらでやっております。ただ、コロナ禍で

できないということで、９ｉｚｕのほうですとか、あと要望がございましたら、伊豆市

の市役所のほうでも個人の方と相談に乗っては、Ｚｏｏｍ会議のほうをしてございま

す。 

  やはり先日も新聞に載ったんですが、１人用の方もちょっと遠方から子どもを連れ

てきてくれて、現地を見に行きながら、残りの方はＺｏｏｍ会議という形で、１人用の

移住相談もさせていただいたんですけれども、やはり伊豆市というところはどのよう

なところかよくまだ分からないというところで、どのような伊豆市、インフラがあるの

か、あと、伊豆市も広いものですから、海を求めている方、山のほうに住みたい方、や

はり病気等もあって、病院等のそばがいいといった方、それぞれ御要望がございますの

で、そこをきめ細かく聞いて、その御要望に対してどのような場所ならば求めている地

域ですよというような形で、一人一人求められているものが違うものですから、その話

をよく聞いて、我々としてはこのような、伊豆市も広いものですからいろんな地区がご

ざいますので、この地域に移住どうでしょうかということでお勧めをしているような

状況でございます。 

Ｑ そうしますと、Ｚｏｏｍというのでパソコンの画面でやるわけですよね。例えば、じ

ゃ海の近くがいいんだけれどもとなったときに、そういうプロモーションビデオみた

いなものを流したりして、全景だとか、こんな地域ですよみたいな形で話をしていくん

ですか。ちょっとその辺のやり方が分からないもんで、イメージが湧かないもんで、も
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うちょっとイメージを伺いたいと思います。 

Ａ やはりそのような画像ですとか、病院ですとか、学校ですとか、写真を撮ってありま

して、その辺を見せるような形にしてございます。その辺でイメージが湧くような形に

してございます。 

Ｑ 分かりました。 

 

Ｑ 波多野です。 

  説明資料の26ページの、電子計算事務費の３番の河川監視カメラ設置とあるんです

けれども、こちらの山田川の河川監視カメラ用建柱工事とあるんですけれども、これは

あれですかね、昨年、３年度では柱だけ立てて、カメラは次年度ということになるんで

しょうか。 

Ａ はい。今、波多野議員がおっしゃるとおりでございます。今年度の11月に、カメラの

ほうは設置いたします。 

Ｑ 以前から、地域の人でやはりしゅんせつをやってくれという話があって、なかなかし

ゅんせつは難しいという回答があったんですけれども、そのためにやっぱり河川の多

分高さを見るものだと思うんですけれども、何か所ぐらいつくんでしょうか。 

Ａ 山田川につきましては、１か所でございます。そのほか、あと古川ですとか、それぞ

れの場所は１か所になります。そのほかの古川ですとか、そういった場所で、カメラは

山田川に２か所、３か所ということでなく、１か所でございます。 

Ｑ じゃ、この予算の120万というのは、山田川の１本だけということですかね。 

Ａ はい、そうですね。ただ、夜間も見れるような高性能なカメラでございますので、か

なりそれでも高額なカメラとなりますので、やはり２か所３か所というのはなかなか

難しいといった状況でございます。 

Ｑ あまり聞くとあれかなと思って。柱、柱だけだから、何本かあるのかなと思ったもん

で。柱が立っているだけということですもんね。 

 

Ｑ 附属説明資料の26ページですけれども、下の段の情報化推進事業の中に事業の内容

として、１つ目の業務効率化で、行政用チャットシステム使用料とありますけれども、

このチャットシステム、具体的にはどのような場面で使われてきたんでしょうか。 

Ａ こちらは、職員間、感じ的にはＬＩＮＥに似たようなものでございます。ただ、全職

員持っておりますので、例えばコロナ対応ですとか、台風が来たときに職員が出てもら
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いたですとか、職員間の連携ですとか、あとは、ＬｏＧｏチャットにつきましては、県

内、ＬｏＧｏチャット持っている方たちとつなげることができますので、例えば三島、

伊豆市、伊豆の国市のあの電算協議会のメンバーが持っていまして、情報交換に使って

いたりとか、多様な使い方をしてございます。 

Ｑ 市民向けには使われなかったということでしょうか。例えば、いろいろな問合せの場

面にＡＩを活用して、返事をするであるとか、そういうところをやっているところもあ

るんですけれども、そういう場面の活用はなかったですか。 

Ａ これにつきましては、行政専用のチャットシステムでございますので、市民の方はち

ょっと入れないといった状況でございます。 

 

Ｑ 説明資料の27ページ、１の自治会活動事業で、この事業の成果として、区長から意見・

質問が容易にできる体制を整えた。で、滞りなく連絡調整が図れたというふうなことが

成果として挙げられています。これも昨年、令和２年度の事業の成果にも同じような内

容で書かれてありました。この区長の方たちとは、年４回ぐらいでしたか、３回ですか。

３回ですね。どのくらいその３回の会合でその意見・質問が容易にできる体制というの

は、その３回の中でどういうふうにつくられたのかという、具体的にどういうふうなこ

とをもって、こういうふうに書かれているのでしょうか。 

Ａ 令和３年度につきましてはこのような形で書かせていただきましたが、令和４年度

の現在でございますが、やはり今、パソコンを持たれている方が区長さんの中にも多い

もんですから、例えば年１回の区長さんからの要望、そして、緊急要望等もパソコンを

使ってメールで送ってくる方おられまして、そこには、今までは区長印といったものが

必要だったわけですが、もうそちらのほうは廃止をさせていただきまして、区長さんか

らメール等で、要望ですとか緊急要望のほうの受付を今年度からさせてもらっており

ます。令和３年度にちょっとこういう書き方をしてしまって申し訳ないんですが、そう

いった意味で、区長さん、ここに来て、市に来ていただかなくても要望等が出せるとい

うようなことを進めておりますので、こういう書き方をさせてもらいましたが、今現在

もやはり区と行政をできるだけつなぐための事業のほうをやっていきたいというふう

に考えてございます。ちょっと令和３年度、その事業またやっていない中、ちょっとこ

ういう書き方をしてしまって、申し訳ございません。 

Ｑ そうしますと、令和２年度と同じ内容の文章がこの事業の成果として載っているん

ですが、令和２年度にはそのメールで区長印も使わなくていいというふうな形の要望
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の受け付け方はなかったということですか。 

Ａ 令和２年度はＰＤＦのほうを添付してございましたので、やはりＰＤＦですと、直接

書き込むことができないといった書式になってございますして、それをもうワード、エ

クセル等を添付して直接書き込みをして、メール等で送付をできるというような形に

させていただきましたので、判こ等も要らないというような形にさせてもらいました

ので、ちょっとそういった意味で、以前はそういうことはなかったということ、できな

かったということでございます。 

Ｑ そうしますと、この意見・質問が容易にできる体制というのは、パソコンを使って、

直接顔を合わせなくても、電話をしなくても、メールで気軽に区長との連絡をしていた、

そのほか、それとも、年に１回出す要望のことだけを言っているのでしょうか。やっぱ

り区からの要望ってかなりたくさんありますし、その区民にとっても、やっぱり区長が

行政側と緊密に連絡を取っているというふうなイメージもありますので、ここの容易

になったというこのやり方がそのメールを使うことに、ワードでさらにメールで簡単

にできるようになったということだけを指しているのでしょうか、そこを教えてくだ

さい。 

Ａ メール等でのやり取りがやはり全てとは思いませんので、年齢によっては、やはりそ

の辺のコンピューターも持たれていない区長さんもいると思いますので、そういった

意味で、地域づくり課のほうでできる限り対応のほうをさせていただきますが、もう少

しメール以外で区長さんに対して受け付けをできるような体制というものを、ちょっ

と考えていきたいなというふうに思っております。 

Ｑ 回数にとらわれず、柔軟な区長との関係をつくれるような形で考えていただけたら

と思いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

 

Ｑ お願いします。 

  26ページですね。先ほど、波多野議員が質問しましたけれども、関連ですけれども、

３番の山田川の河川の監視カメラというのはどこの場所なのか、僕はちょっと分から

ないですけれども、そして、これについては24時間のチェック体制ができているのかど

うか、また、大雨とか台風で危険を察した場合には、どのような対応をなさるのか。そ

して４点目は、金額が128万7,000円ですけれども、隣の波多野さんに聞いたら、あまり

にもべらぼうに高いそうです。ということは、この基準は何に基づいて、どうしてこの
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金額になったのかお尋ねします。 

Ａ よろしくお願いします。 

  ただいまの質問の部分なんですけれども、この山田川の建柱、どこにしたのかという

ことなんですが、実際的に言えば、危機管理課のほうで山田川を監視したいという形で、

場所に関しては危機管理課のほうで設定をしていただきました。実際的な場所なんで

すけれども、県道から山田川をちょっと上流に行った200メートルぐらいのところに、

歩行者ぐらいが歩けるような橋があるんですけれども、それの瓦屋さんの倉庫の場所

の一角を借りて、そこに今建柱という形で、コンクリート柱を立てさせていただいてい

ます。 

  ちょっとこの金額の高額ではないかという部分なんですけれども、カメラをつけま

すんで、それで、ある程度の高さのところが引くという形で倒れないようにというよう

な形で、実際にこれ、施工会社はこの実際的にその指定をしているカメラの販社である

ＮＴＴさんに電柱を立てていただいたんですけれども、そこの形でもってその電柱が

倒れないような耐震等の基準で電柱を立てていただいて、これだけのちょっと経費と

いう形になっています。 

  カメラなんですけれども、通常の可視カメラ、要するに、明るいところで撮れるカメ

ラと、あと赤外線、熱検知用の赤外線のカメラを使うような形で、そちら側で夜間で水

量が、川の水の量が分かるという形で、今、システムを構築している最中なんですけれ

ども、11月の納品をされると、災対室のほうで、災害対策の本部のほうで、今、うちの

課長のほうが答弁したんですけれども、山田川と古川と、そして今、町屋のカメラを新

しくするという形になっています。その３か所に関しては、その新しいカメラの設置す

るような形になっています。 

  カメラの部分に関しては、11月の納品するときにカメラの監視システムを一緒に納

入されますんで、災害対策本部のほうでその映像が見れるような形の映像システムを

導入いたします。 

  今のところ、市民のほうへのその映像の公開というところに関しては、予定には入っ

ていません。 

  以上です。 

Ｑ まだ２つ問いに答えていないんだけれども、このカメラは24時間体制をチェックが

できるのかどうかということを聞いた、それに対して、まだ答えがなかった。 

  そして、この山田川の河川が大雨によって大分かさ上げになったときの対応はどう
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するのかということも答えていないんですけれども、お願いします。 

Ａ 申し訳ありません。 

  24時間のチェック体制という形、映像に関しては24時間の監視と映像の登録ができ

ますんで、24時間の監視はできます。実際的に監視体制ということになると、これ危機

管理課のほうでどういうふうに利用するかという問題がありますんで、災害時、雨量等

でなったときに、災害本部のほうでその監視をしていくという形になると思います。 

  水量云々のものに関しても、その映像を見て、災害対策本部のほうでどういうふうな

指示を出すのかという形になりますんで、そちらの判断はちょっと危機管理課のほう

になるのかなと思います。 

  以上です。 

Ｑ 地域づくり課に関しては、答えがこの程度の答弁ということですわね。あとは危機管

理課に、河川の危なっかしい状況になったときには危機管理課で判断するということ

ですよね。それでいいんですか。そういうことですか。 

Ａ はい。やはりこういったネットにつながるようなシステムにつきましては、全てこの

電子計算もしくは情報課推進事業でやってございますので、各課の管轄の事業ではあ

りますが、やはりコンピューターに関することですとか、こういったものにつきまして

は地域づくり課のほうで対応していますので、その後の運用等につきましてはやはり

ちょっと我々のほうではできませんので、危機管理課のほうにお願いしたいというふ

うに考えてございます。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長 なければ、これで質疑を終了します。 

 

（委員間討議）なし 

 

○委員長 以上で総合政策部所管科目の質疑と討議が終了いたしました。総合政策部の

皆さん、お疲れさまでした。 

  入替えまで暫時休憩いたします。 

 

〔休 憩〕 
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【総務部関係】 

議案第52号 令和３年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について 

（補足説明）なし 

（質 疑） 

Ｑ お願いいたします。 

  成果説明資料３ページです。 

  行政改革事業ですけれども、この中に、目的として、集中改革プランにより行政改革

を推進するとあります。そして、事業の内容としていろいろ書いてありますけれども、

意見を９月に取りまとめて報告書を作成したということで、翌年の、今年になってから

だと思うんですけれども、３月25日に新体制の委員会を開催し、活発な意見交換がなさ

れたということが書いてあります。この活発な意見交換がなされて、報告書を作成した

ということで、令和４年度に対してどういった要するに改善がなされて、どういった要

するに行政事務の改革が図れたのか、そこのところをお聞きします。 

Ａ よろしくお願いします。 

  まず、集中改革プランというのがありまして、それが伊豆市の行政改革大綱というも

のの指針の集中改革プランというのがあります。集中改革プランには54項目の取組の

ものがございます。その54の令和３年度に実施した内容、スケジュールも含めてなんで

すけれども、その内容について報告をしたところです。大きなところで、包括的アウト

ソーシングもこの項目に入っておりまして、当初、令和４年の実施だったんですけれど

も、これを繰り上げて令和３年度に実施しております。そのほかにも、公共施設の有効

活用ですとか、ふるさと納税ですとか、各項目がありますけれども、それらに対しての

意見を聞いたというところです。 

Ｑ 今お答え願ったようなことをここに書いてもらいたいですよね、本来は。どういうよ

うな成果があったから、要するに成果物があったから、令和４年度にはこういった要す

るに改革を推進していきますとか、そういった成果がちょっとここに。ただ意見報告が

なされたとかって、これで終わっちゃっているんです。本来ならば、成果物をここに記

入すべきですよね。前年度と同じような内容のものを羅列するんじゃなくて、成果があ

った内容を今度書いていただきたいなと。来年度はそうしていただきたい。お願いしま

す。 

〔「ありがとうございます。御指摘のとおり修正いたします」と言う人あり〕 

Ｑ 戻りまして、２ページです。 
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  職員研修福利厚生事業ですけれども、この中に職員のストレスチェックを行ったと

いうことが書いてあります。常勤職員、非正規職員を含んで489名行ったとありますけ

れども、そのうちの高ストレスの方が74人おったと。全体の16％いると書いてあります

けれども、こういった方々のフォローというのはどういうふうにしているんですか。そ

のうちの７名が面談の実施対応済みとなっていますけれども、ほかの方々はどうした

んですか、高ストレスを持っている方々、職員の方々。また、今日来ていただく中にも

そういった高ストレスを持っている人がいるかもしれない。そういった方にどのよう

な対処をしたのか、ちょっとお聞きします。 

Ａ 先日の間野議員さんの議案質疑でもありましたけれども、高ストレス者に対しては

産業医や衛生管理者に相談、それから医療機関への受診を勧めております。ただ、実際

に産業医に受けたのがこの人数となっております。 

Ｑ ほかの方々はどうしたんですか。 

Ａ 一応、産業医、それから繰り返しになりますけれども、衛生管理者にはつなげており

ますけれども、あとは御本人さんが同意をして、受けていただくような形を取っており

ます。こちらでは勧めております。 

Ｑ員 本人の同意がなければ、産業医ですか、そういった方々に見てもらえないというこ

となんですか。じゃ、ストレスを抱えたまんま職務に就いているという状況だと、ます

ますストレスがたまってくるんじゃないかと危惧されるわけです。それは、行政として

いいと思っているのか。私はそうは思いませんけれども、一般企業ですと強制的にもう

治療に入りなさいとかっていう方法を取るんですけれども、行政職ではそういったこ

とはなさらないんですか。 

Ａ 現状、強制的にというところまでは、すいません、指導のほうはしておりません。 

Ａ ただいまのストレスチェックのフォローにつきましては、ただいま総務課長がお答

えしたとおりで、基本的には高ストレスの判定を業者のほうで行った段階において、通

常の職員と、この高ストレスとは別の文書を差し入れて、先ほど、先日も私お答えさせ

ていただいたとおり、受診の勧奨等は行っております。ただし、職員のストレスのフォ

ローにつきましては、これだけではなく、日常的には当然、各課の上司、課長をはじめ

とした管理職がその職員の様子を見るとか、また衛生管理者である保健師への相談で

あるとか、当然、私ども人事にも相談窓口というか、相談を担当する職員もおりますの

で、そういった職員等々を配置した上で、職員のストレスの軽減には努めていきたいと。

また努めているということでございます。 
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  以上です。 

Ｑ そのストレスがどういった原因で起きているのか。要するに、窓口業務であれば、窓

口に来た一般市民の方からのストレスが多いのか、それとか要するに、言わば仕事の中

の上司、部下との関係があるのかと。いろんな要するに、ことが考えられるわけですよ

ね。それに即した対応をすることが、しなければならないと思うんですけれども、そう

いったことはなされているんですか。 

Ａ 現時点では、こちらの人事側から強制的に高ストレスの者に対して、確実に専門医の

受診であるとか、アドバイスとかということを確実にしているということではござい

ませんが、基本的に、御本人がその結果を見た上で、相談窓口というのは当然常に用意

してありますので、そこを受診していただきたいということでございますが、先ほども

申し上げましたとおり、それを放置していいかと言われれば、当然そんなことはありま

せんので、今後、これ以外、ストレスチェックは、これは毎年やっております。職員本

人は経年の自分の状態というのは毎年分かるようになっておりますので、その中で判

断していただくというのも一つでありますし、私ども人事側のほうから、そうった職員

にフォローするような新しいやり方というのは、当然考えていかなければならないと

いうふうに思っております。 

Ｑ 多方面からいろいろ見ていただきたい。というのは要するに、本人の健康状態もそう

なんですけれども、それがストレスが、高ストレスがたまることによって、行政職の業

務執行にも影響を及ぼす。それは、しいては要するに、市民に対してのサービスも低下

するということになってきますものですから、しっかりとそこのところは把握して、対

処していただきたいというふうに思っています。これは意見です。以上です。 

 

Ｑ 附属説明資料の11ページでございます。 

  公有財産管理事業で、事業の内容の中ほどにあるんですけれども、今後の公共施設の

在り方を計画する業務という中に入るのかどうか分からないんですけれども、令和３

年度の予算の概要説明を見ると、事業の内容というところで、旧小学校用途変更支援業

務として旧八岳小学校体育館用途変更支援ということが特出しで書かれているんです

けれども、この八岳小学校の体育館用途変更支援に予算化された207万9,000円、決算で

はどういう結果になったでしょうか。 

Ａ よろしくお願いいたします。 

  旧八岳小学校の用途変更なんですが、予算の計上をしたときから変更して、こちら解
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体という方向になりましたので、用途変更業務は実施しておりません。なので、予算を

執行していないということになります。 

  以上です。 

Ｑ 分かりました。 

 

Ｑ よろしくお願いいたします。 

  私も今の杉山委員と同じ11ページ、公有財産管理事業なんですけれども、不動産鑑定

が６件あったと。ここに３件分書いてあるんですけれども、残りの３件の場所と鑑定に

至る経緯というのは様々だと思うんですけれども、例えばそこを業者が使いたいから

貸してくれ、あるいは売ってくれというのか、あるいは市のほうから積極的に営業して

いるのか、ちょっとそこを確認させてください。 

  あと、市有財産の保全業務ということで、支障木とか草刈りを実施しているんですけ

れども、もう大体背が伸びる場所なんていうのは毎年分かっていると思うんですけれ

ども、パトロールをしながら定期的に行っているのか、あるいはもしやっているなら、

年に１回なのか、２回なのか、ちょっと細かいですけれども、お願いします。 

Ａ すいません、お答えいたします。 

  不動産鑑定６件なんですけれども、西平、月ヶ瀬と土肥ふじみのほかは、あと土肥世

良田医院跡地、あとは西平の残土処理のうちの市有地部分について、あとふじみ荘の跡

地、土肥ふじみ荘跡地。 

〔発言する人あり〕 

Ａ ごめんなさい。ふじみ荘はあるか。西平ですいません、市有地としてあと１件で４件

で、あとすいません、ＪＡの小下田支店を不動産鑑定しております。こちら、ここまで

はうちのほうでやっております。 

  あと草刈りについてなんですけれども、草刈りにつきましては、市内で草刈りすると

ころが多くございます。その中で、基本的には１か所につきまして年３回をめどに実施

をしたいというところで、パトロールといいますか、現地確認を行って実施をしており

ます。大体今、基本的に御迷惑をかけないように実施したい箇所が市内で30か所。ここ

だけは苦情等もありますので、年３回実施したいというところで計画しております。 

  以上です。 

Ｑ あと１つ、鑑定に至る経緯、例えば小下田のＪＡの場合なんかは、避難所としてとい

うことで、地元との協議があったと思うんですけれども、あるいは世良田医院跡地なん
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かは、空いているのでもったいないのでやったのか、あるいは地区が、あるいは個人が

そこを使いたいと言って不動産鑑定をしたのか。ちょっとその辺について、分かる範囲

で教えてください。 

Ａ お答えいたします。 

  基本的に、不動産鑑定につきましては、まずは私ども売却をしたいところ、そこがま

ず第一優先になります。そこでまず不動産鑑定をしまして、この不動産鑑定につきまし

ては、１回やって終わりではなくて、やはり時代とともに価格も変更いたしますので、

定期的な見直しを行わなければいけないという中で、この世良田医院なんかも過去に

もやっておりますが、１回公募して売れない。また売りたい、どうしても売りたいとき

に、年数がたっているのでもう一度見直しをするという業務も、この不動産鑑定には入

っております。 

Ｑ 分かりました。ありがとうございます。 

 

（委員間討議）なし 

 

 

【危機管理課関係】 

議案第52号 令和３年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について 

（補足説明）なし 

（質 疑） 

Ｑ 附属資料122の123ページ、無線通信設備管理事業についての中のデジタル同報無線

について質問をさせていただきます。 

  今回、アナログの同報無線からデジタル同報無線になったことで、小さな今までずっ

と無線が聞こえなかった数軒の山奥の地区にも同報無線が聞こえるようになりまして、

非常に感謝をしております。それで、デジタルになったことで、非常に便利になったと

いいますか、アナログとはこういうふうに違って、住民にとってこれで安全が確保でき

るという部分を御説明いただきたいと思います。 

Ａ よろしくお願いいたします。 

  今の委員御質問のありました同報無線のデジタル化によるメリットということで、

まずアナログというのは、もう声だけというような形になっていたと思います。それが

音の部分におきましても、音質の向上により屋外のまずスピーカーの音声が大変聞き
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やすくなったという声を市民の方からも聞いております。また、例えば文字で入力した

音声を、それを合成してまた放送することなんかもできます。音に関しましては、既存

の音声支局の音達エリアの見直しを行っております。今まで聞こえなかったエリア等

も高性能のスピーカーの導入や難視聴地域の新規に同報無線のラッパ、スピーカー等

を新設したことによりまして、聞こえなかった地域にも放送が大変届くような形にし

ております。 

  また、デジタル化によりまして、音声だけではなく、同時に複数の情報配信、例えば

ホームページ、そして登録のメールとか、そういったものに情報の伝達が同時に、音声

と同時に発信することができるようになっております。また、戸別受信機とか、これま

で設置していたものに関しましても、今は伊豆市の情報メール、そして防災アプリ等へ

も同時に配信することによりまして、例えば全国どこにいても、そういったここで放送

した内容を確認することが一応可能になっているというような、そういった性能があ

ります。 

  そして、相互の通信が可能となる元のラッパ、同報無線の屋外支局からもちろん放送

することもできますし、その屋外支局から、こちら市役所の本庁舎との通信も可能とな

っているエリアもあります。その部分につきましては、アンサーバックという機能があ

りまして、孤立予想地域、45局想定しております。そちらの例えば災害があって、どう

しても孤立をしてしまうような、予想される地域につきましては、そのような機能のも

のをつけさせていただいて、例えば孤立してしまっても、そういった同報無線の設備か

ら直接市役所のほうと通信をすることができるというような機能がついております。 

  以上になります。 

Ｑ 確認させてください。孤立したときにパンザマストのところへ、パンサマストって塔

のところ、スピーカーがついた塔のところへ行けば、直接被害状況ですとか、そういっ

たことを市役所に直接伝えられるということですね。 

Ａ そのような形になります。その機能を使っていただいて、通信をして状況を知らせて

伝えていただける。相互に情報を、連絡を取り合うような形ができる機能となっており

ます。 

  以上です。 

 

Ｑ お願いします。 

  ページは26ページの１番の電子計算事業、これは地域づくり課だったんですけれど
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も、先ほど僕が質問した内容が地域づくり課では答弁できないものですから、危機管理

課でお答えをお願いしますということで、質問しますけれども、よろしいですか。いい。 

  ３番の河川監視カメラのところで、山田川のところがございます。そのときに、この

山田川のところの場所は聞きました。それで、問題は24時間体制でチェックが可能だと

いうことも聞きました。そしてその後、もしもこの山田川の河川が大雨とか台風によっ

て水かさが増したときに、何を基準にして判断するのかをお願いします。 

Ａ お答えいたします。 

  静岡県の情報のサイトがありまして、サイポス静岡ってあるんですけれども、それに

市内の主な橋のところの水位が出るようになっています。それを見ながら、実際につけ

ていただければ、そのカメラを見ながら判断をできるということになります。水防団の

警戒水位とか、そういうのが出ていますので、それを見てやっております。 

  以上です。 

Ｑ 水位基準ということでお答えいただきました。ならば、水位基準を上がっている場合

はどのような対処をしますか。 

Ａ 上がっている場合は、消防団と警戒指示をさせていただくようになると思います。 

  以上です。 

Ｑ 消防団と連絡し合って、そしてそれからどうする。 

Ａ ですので、まず消防団がまず警戒水位に来て、それで避難水位とか、氾濫水位とか、

そういう基準になっていますので、段階を追って、こちらのほうで指示というか、情報

を流すような形になると思います。 

  以上です。 

Ｑ 段階は、基準を設けて段階でいって、一番危ないレッドゾーンの赤のところまで達し

たら、これはどうする。 

Ａ 気象庁の情報でキキクルというものがあると思うんです。キキクルという情報、気象

庁を見ると、ヤフーも指示というのが出てくると思うんですけれども、そういうのも連

携していますので、それ以前に、レベル３になったときには、高齢者の方が避難。そう

いうふうに、こちらのほうで広報していただいて、早く逃げていただくというふうな段

取りを、段取りというか、指示をさせていただくようになると思います。 

  以上です。 

Ｑ ３、４、５のレベルで基準を設ける。これは分かった。特に、熊坂というのは必ず台

風でやられて、水に対する危機意識ってものすごく高いわけ。そして、あの堤防という
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のはちょっと斜めになって、割かし危ないんだよね。それで、僕も土木事務所に２年前

に行って、土木事務所の所長かそれと熊坂の区長さんと行って、あの山田川の堤防を１

メートルぐらいかさ上げしてくれというふうに要望しに行ったのよ。そうしたら、支所

長がとんでもない答えを言ったの。あの水位を、危険水位のところの危なっかしいとこ

ろを写真に撮ってくれと言われたわけよ。啞然として、危なっかしいときというのは皆

さん避難するんだよね。危なっかしいところの写真を撮ってくれと言って、そうしたら、

わしらは考えますと言ったんだよ。お前、ばかじゃないかって言って。レベル４、５と

いう形で、できたらすごく安心しました。よろしくお願いします。 

Ａ すいません、お願いというか、ちょうどいいお話をさせていただいたんですけれども、

ぜひそういう危険なところがあったら、皆さんで河川管理者、一般の河川については市

ですけれども、そういう大きな河川については、こういうところがあるよということで、

どんどん情報を上げて、ただ、しゅんせつが必要なところとかあると思うんですよ、堆

積したり。例えば、沖田川と山田川と狩野川が合流しますよね。あそこのところ、多分

堆積していると思うんです。結局、本流が右カーブであって、当然外にいきますよね、

流心が。なおかつ合流が２本来ている。ということは、多分、多分じゃなくて、そこの

ところ、たまるようになると思います。そうなると、当然しゅんせつが必要になると思

うんです。そういうところを事前にチェックしていかなければいけないというのは、自

分たちは分かっているので、お互いと言ったら失礼ですけれども、そういうふうに、市

民の皆さんの安全のために、そういう情報をいただければ、逆に私たちも結局、議員の

皆さんに頼ってお願いしますよね。星谷議員に土木事務所に行ってくださいとかって

言うかもしれんものですから、ぜひよろしくお願いします。 

 

Ｑ 先ほどの浅田委員と同じ附属説明資料123ページのデジタル同報無線の関係ですけれ

ども、もう一点だけ確認させてください。 

  様々なメリットがあるということが分かりました。その上でですけれども、どうして

も孤立地域の課題ということ、電源の問題があると思うんですけれども、いろいろな省

電力化というのが進められていると思いますけれども、停電対策というのはどんなふ

うになっているでしょうか。 

Ａ よろしくお願いします。 

  先ほどの停電対策につきまして回答させていただきます。 

  停電につきましては、先ほど申し上げましたとおり、パンザマストの中にバッテリー
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を積んであります。ですので、大体発災から３日間は電気がもつような仕組みとなって

いますので、孤立予想集落につきましてのパンザマストについては、一応３日間電気の

バッテリーを積んでいる形になります。 

  以上です。 

Ｑ それは、３日間というのはアナログのときと同じですか。デジタル化によって、それ

が電池の残存期間が延びたというようなことはありませんか。 

Ａ アナログのときも２日間、３日間と、地区によって製造メーカーが違いますので、ば

らばらです。バッテリーにつきましては、基本的には同じ形で３日間というような形で、

特に変化はありません。 

  以上です。 

 

Ｑ よろしくお願いいたします。 

  附属説明資料の123ページ、ちょっとここには書いていないんですけれども、防災対

策事業ということで、こちらの決算書のほうにはメールシステム使用料ということで、

96万3,600円出ているんですけれども、これは伊豆市の情報メールのシステム使用料だ

と思うんですけれども、非常にこれ、毎日コロナなんかも感染者が何人ということで入

ってくるんですけれども、これの普及率というのは把握しているんですか。 

Ａ これ、毎月報告がこのシステムの会社のほうからメールで送られてきます。それで、

メールで配信、そして受信につきましても、毎年この風水害のときをはじめ、広報紙等

で市民の方にも周知をさせていただいて、多く、同報無線の連携とかというところもあ

りますので、今現在、その周知のほうも含めてやっております。今、登録数が今現在

9,000人ほどの登録数をいただいているところになります。 

  以上になります。 

Ｑ 9,000人というと、多いのか少ないのか、ちょっとよく分からないんですけれども、

先ほど休憩の前にちょっと課長とも話をしたんですけれども、今使っている防災ラジ

オであるとか、旧町時代の戸別受信機も、アナログも併用して５年ぐらいは使えるよう

な話もちょっと聞いたんですけれども、ぜひメールシステムを取り入れてもらうこと

によって、高齢者でも聞こえなくても見られるということで、リングローさんなんかも

結構、スマホ教室みたいなのをやって、そこでお願いをすれば入れてもらえるというふ

うなこともあるので、そういう民間の力も借りながら、あるいはもうちょっと広報だけ

ではなくて、市役所へ持ち込んでいただければメール、やり方が分からない人が多いと
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思うので、そういう啓発なんかもしたらと思っているんですけれども、その辺について、

もし回答があればいただきたいと思います。 

Ａ すいません、お答えいたします。 

  総合政策部であるパソコン教室、それに一緒にうちのほうでも、危機管理課のほうで

出て、一緒にパソコン教室の中で、スマホ教室の中で一緒にそのアプリを入れてもらう

ような、今協議を、もっとも話はしているので、それで一緒にやっていくことで今進め

ております。 

  以上です。 

 

Ｑ 122ページの消防設備管理事業、いわゆるポンプ車の更新なんですが、あれは法律的

に決まっているんだと思うんですけれども、何か走行距離も、まだ見かけも新しいのに

替えなきゃいけないなんていうことで、非常に私も無駄に感じるところがあるんです

が、あれは絶対に法的なものは守らなきゃいけないのか。それとも、ある程度メンテナ

ンスで乗り切れるのか教えていただきたいのが１点と、その中で、３年度にいわゆるも

う使っていないポンプ車をどの程度処理できたと言ったら失礼ですか、処分できたの

か。あるいは、それが３年度に逆に増えてしまって、どこかに置いてあるのか。実態を

教えてください。 

Ａ お答えいたします。 

  走行距離等、状況を見て更新をする方向になっています。それから、廃車というか、

使わなくなった車両について、昨年度は売却等はしてございません。資産経営課のほう

からは、ちょっと話が来ているので、その辺を使って売却等をしていけたらなと思って

います。 

  以上です。 

 

Ｑ 120ページ、決算説明資料の120ページです。下段の消防団運営費のほうなんですけれ

ども、最近、去年だったか、近くの市町のほうで消防団の寄附とかが少し話題になった

そうで、その後、ちょっと一般質問もあったんですけれども、あえて聞かなかったんで

すけれども、ちょっと時間がたったので聞かせていただきたくて。伊豆市としては、や

はり寄附とかがあって、やっぱり消防団が地域のお祭り事だとか、いろんなことに多分

協力していると思うんです。そういうのも含めた寄附だというのは、自分も一緒にやっ

ていたので分かるんですけれども、その辺が今後どうなっていくのか知りたいのと、消
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防団の運営として、今の予算で足りているのかどうか、その辺を教えてください。 

Ａ お答えいたします。 

  消防団の協力金についてですけれども、消防団としては、本部会議のほうで各分団に

任せる判断だということでお伝えをしております。それから、分団の運営費が足りてい

るかということですけれども、特に要望とかはございませんので、本部会議からでもそ

ういう要望が上がっていませんので、足りているというふうに判断しております。 

  以上です。 

Ｑ なかなか人が集まる、コロナで集まることも少なかったとは思うんです。演習もなか

ったりとかして。ただ、またコロナが明けてくることによって、やっぱり活動が活発に

なってきたり、やっぱり地域から、例えば消火訓練の応援要請だとか、いろんなことも

あると思うんです。そうしたときに、ある程度区切りをつけるところは必要だと思うん

ですけれども、その辺の活動費というのも、昨年は多分なかったなとは思うんですけれ

ども、あまり未来のことを聞いちゃあれだな。ちょっとその辺心配になったんですけれ

ども、じゃ、昨年度はそこそこ足りたのかなということでいいですよね。 

  あと、何かアンケートみたいなのは、取ったりとかはしているんですか。特に、下か

ら上がってこなければ、聞いてもいないということでしょうか。 

Ａ 本部会議のほうで議題に来ないということなので、アンケートとか、そういうことで

はなく、本部会議で議論されるべきものだと思うので、そこで上がってきて、こちらの

ほうで危機管理課のほうへ上がってくるんだと思っております。 

  それから、協力金については、夜警費のことで、そういう二重徴収じゃないか、二重

納付じゃないかという話だと思うんです。その辺については、先ほども言いましたけれ

ども、自治会のほうで消防団と共にやってもらうということを、本部会議のほうでお伝

えしてありますので、そういうことで指示をしてございます。 

  以上です。 

 

（委員間討議）なし 

 

 

【産業部関係】 

議案第52号 令和３年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について 【所管科目】 

（補足説明）なし 
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（質 疑） 

Ｑ すみません。よろしくお願いいたします。 

  補足説明資料の88ページ。ちょっと２つ、一気にいきます。 

  １つは、有害鳥獣被害対策事業ということで、わなの取得免許、２名の申請があった

ということですけれども、鹿の生息数というのは依然として多い状況なので、もう少し

免許を取ってくれる人を増やすことについてはどのように考えているのか。あるいは、

もう大体農業をやっている人は免許持っていて、なかなか増える見込みがないのか、伺

いたいと思います。 

  あと、食肉加工センターで、令和２年度の決算だと鹿、イノシシで963頭、令和３年

だと799頭ということで、令和４年の予算は1,150頭ということになっているんですけ

れども、200頭ぐらい減少しているんですけれども、その理由というのをどのように考

えているのか。２点伺います。 

Ａ よろしくお願いします。 

  まず、有害鳥獣被害対策のほうのわなの取得についてですけれども、毎年、わなの取

得をされる方に対して半額の補助ということで制度を設けさせていただいております。

昨年２件だということだったんですけれども、主にわなの免許を取得するのが農家の

方が多いということで、その制度を始めたんですけれども、ある程度その制度が浸透し

て、ほぼほぼ必要な方がもう免許を取られたのかなというところで、去年は２件だった

かと思います。 

  どんどん、わなの免許を取る方も持っている方も高齢化していますので、これからは

若い方にうんと取ってもらうようにアピールをしていきたいと思っています。 

  続きまして、食肉加工センターの搬入数が令和２年度に比べて200頭ぐらい少なくな

っているという件ですけれども、こちらのほうにつきましては、やはり自然のものでも

ありますし、毎年捕れる数はばらつきはあるのですけれども、一つ減った原因としまし

ては、毎年県のほうで鹿の生育頭数の調査をしておりまして、５年前に比べると約5,000

頭ぐらい減っております。それが一つの原因かとは思いますけれども、あとは、イズシ

カ問屋以外も加工施設ができましたので、そちらへ搬入される方も若干いらっしゃる

のかなと。そういうことで、昨年度減少したのではないかなというふうに推測されます。 

  以上です。 

Ｑ そうですね。両方に言えることなんですけれども、わなの人も食肉加工センターへ搬

入する人も高齢化が進んでいて、あと本当に、今頑張っている人が10年もするとなかな
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か山へ入れなくなるという心配があるものですから、若い人を増やすということで、わ

なの免許については引き続き頑張ってもらいたいということと、頭数が減っているに

ついては、予算で1,150頭目標になっていたんですよね。それは漠然と何となくしたの

か、ちょっとそこだけ最後確認させてください。実際に減った理由についてはいろんな

理由があると思うんですけれども、ちょっと予算のときの頭数に比べてどうなのかな

というのがあるもので、そこの考え方みたいなものを教えていただければ。 

Ａ 予算につきましては、例年、１頭平均で１万円の報償費ということで、1,150頭とい

うことで1,150万円計上させていただいております。 

  先ほどのちょっと減った一因としましては、豚熱、昔、豚コレラと言われていた病気

があるんですけれども、その病気が伊豆の国市まで発生源が広がっていまして、伊豆市

の一部もそのエリアに入っていたものですから、その一部のイノシシの搬入を制限し

たということも原因にはなっているかと思います。 

Ｑ 分かりました。 

 

Ｑ よろしくお願いします。 

  今の88ページのところの有害鳥獣被害対策事業に関わる、あと、食肉加工センター管

理運営事業に関わることなんですけれども、今のやり取りを聞いていて、鹿、イノシシ

の頭数が全体的に減少傾向にあるという中で、捕獲頭数も減ってきているという話な

んですけれども、そもそも捕獲をするというのは、農業被害を軽減するというところか

ら始まっていると思うんですが、データを持っていれば教えてもらいたいんですけれ

ども、令和３年度の農業被害額、それに対して令和２年度の農業被害額とか数字がもし

あれば、改善傾向にあるのかどうなのかというところを見たいんですけれども、いいで

しょうか。 

Ａ すみません。お待たせしました。 

  令和２年度につきましてが、農地約9.8ヘクタールで、金額が3,270万6,000円の被害

額でした。それに対して、令和３年度につきましては9.6ヘクタール、3,004ヘクタール

ということで、僅か…… 

〔「3,004万円ね」と言う人あり〕 

Ａ 3,004万円の被害額ということで、微減という形で少なくはなっています。 

Ｑ 今おっしゃられた令和２年度の9.8ヘクタールとか令和３年度の9.6ヘクタールとい

うのは、被害に遭った農地の面積ということでよろしいですよね。一応確認します。 
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Ａ この調査の結果ですけれども、これは毎年部農会長を通じて各農家さんにアンケー

トを取って集計したものになっております。これは農地の被害面積ということと被害

額ということです。 

Ｑ そうしますと、データのとおりあまり変わらずというか、多少改善しているような数

字になっているんですけれども、農林水産課として、この有害鳥獣被害対策事業、これ

が、いろいろ事業を立てて対策を進めているんですけれども、今後も継続してやってい

く必要があるのか、それとも、もうそろそろ見直しをかけて別の方策を考えなきゃいけ

ないのかという、その辺の方向性というのは、令和３年度のこの決算結果を見てどのよ

うに判断しているのか伺いしたいと思います。 

Ａ 令和２年度に比べて令和３年度、被害等については少しですけれども減っていると。 

  イズシカ問屋の搬入頭数も減っているという中で、有害鳥獣被害対策、今後どのよう

にしていくかということですけれども、とにかく高齢化が進んでおりますので、若い方

への捕獲への参加の呼びかけとか、あと、今、捕獲もそうなんですけれども、有害鳥獣

被害対策としては、防御のほう、防護柵の設置に対しても補助金を出しております。そ

ちらのほうもある程度、もう10年以上その制度をやっていますので、その制度の見直し

等は考えていきたいなというふうに思っております。 

Ａ 鹿等の捕獲数、確かに減ってはいるという状況ではあるんですけれども、またここで

緩めてしまいますと、また元のとおり増えてしまうという状況がやっぱり懸念されま

すので、もっとさらに、やはりそこは有害鳥獣対策は強化して、今までと同じように進

めていきたいというふうに思います。 

 

Ｑ お願いします。 

  追加説明資料89ページの森林環境譲与税の活用事業ですけれども、この中に、２の事

業の内容の中に、森林環境譲与税に関する市民アンケート業務委託ということで載っ

ていますけれども、このアンケートをした目的、それから、それにのっとった事業内容、

そして、アンケートの結果、そして、それを今後どういうふうに生かすのか、そこのと

ころお聞かせください。 

Ａ 森林環境譲与税を活用するために、無作為の抽出で市内に在住する方の1,200名に対

してアンケートを実施いたしました。 

  目的としましては、まず、森林環境譲与税というものが各市町に配分されているわけ

ですけれども、それをどのように活用していったらいいかというようなことを調べる
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のが目的ということになるかと思います。 

  それで、アンケートの回答率というのは約54％ぐらいだったということになります。 

  内容としましては、今、自分の所有している山林の位置とか、どのぐらい持っている

かというのも分からないという方がかなりいらっしゃるということで、自分がどのく

らい持っているか知りたいとか、そういうものの管理がなかなかできないのでどうし

たらいいかとか、そういうような内容でありました。 

  その結果を受けまして、今後協議会を立ち上げまして、その協議会の中で森林環境譲

与税をどのような形で使っていくかというのを審議していきたいというふうに考えて

おります。 

Ｑ このアンケートは無作為と言いましたけれども、それは森林組合に加盟している、加

盟していないに関わらず無作為ということですか。ということは、森林を持っている人、

持っていない人、もう全体にわたってその調査をしたということですか。 

Ａ 市内の住民の方で、年齢も性別も、あと森林組合に入っている、入っていない、山林

を持っている、持っていないに関係なく、全くの無作為で、ある程度地域性は考慮した

上でアンケートを実施しております。 

  以上です。 

Ｑ 森林所有者ならばかなり興味があるような、要するに内容をアンケートの中に盛り

込んでいると思うんですよね。となると、森林を持っている所有者に出すべきですよね。

そういった方々というのは、要するに自分の山林の面積がどのくらいあるかというこ

とは、固定資産の、要するに税金、来ますよね、毎年。あれを見れば面積が載っている

わけですよね。自分の財産に興味がないなんてことはあり得ないですから、そういった

ところで確認するということも言えるわけですよね。 

  それから、それがなくなっちゃった場合については、税務課が来れば、要するに取れ

るわけですよね。そういったところも併せて後で御案内できると思うんですけれども、

ですから、要するに無作為という、男女も関係なくというのは、要するにどうかと思う。

やっぱり森林の保有者に対してどういった活用がありますか、方法ありますかと聞い

たほうが、もっとベストな、要するに回答が得られるんじゃないかと思うんですけれど

も、それは考えなかったですか。 

Ａ 森林環境譲与税というのは、もちろん森林を持っている、伊豆市の中にある森林の整

備というのが一番の目的ではありますけれども、それ以外に、例えば、今度新しい中学

校ができますけれども、その木質化とか、森林を持っていない方にももっと木材に興味
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を持っていただきたいとか、木材を使って何かできないかと、そういうようなことを提

案していただければなということで、無作為、男女の別なくアンケートを実施させてい

ただきました。 

  以上です。 

 

Ｑ 資料の２、89ページ、地域おこし協力隊推進事業についてお伺いします。 

  こちら、国費等の充当率というのはどれくらいになるでしょうか。 

Ａ この地域おこし協力隊の制度というのは、自治省が行っているわけですけれども、国

費100％ということになっております。 

Ｑ ということは、市の税収と一般財源はほぼ使わないで、ほとんど国のお金でできると

いうことですよね。 

  この制度は、いろんな地方へ行きますと積極的に活用されていて、地域で移住・定住

の中心の事業になったりしております。 

  また、今回は５名ということなんですけれども、決算とちょっと外れちゃいますけれ

ども、将来的にもっともっと増やしていこうとかという、そういうお考えはあるでしょ

うか。 

Ａ 令和３年度の実績として、活動していたのは５名ということですけれども、令和４年

度、本年度になりまして、４名の隊員の募集を考えておりまして、もう既にその４名が

決定しております。まだ配属はされた方１名だけですけれども、あと３名は居住先とか

そういうのが決まり次第活動してもらうようになると思います。 

 

Ｑ 同じ89ページです。 

  森林環境譲与税の活用事業の中ですけれども、事業の内容の（１）の一番下にありま

す鉢窪山山頂整備業務委託とあります462万円かけていますけれども、整備内容につい

て説明いただけますか。 

  それともう一つ、概要説明には載っていないんですけれども、決算書の187ページに

あるんですけれども、ナラ枯れ被害対策事業補助金ということで164万1,000円が支出

されているんですけれども、確かシイタケ農家とかそういう方が対象になったと思う

んですけれども、この実施によってどの程度の効果というか、そういった、規模的にど

の程度の対策が、倒木して処理するということなんですけれども、対策が施されたのか。

そして、ナラ枯れの状況ですけれども、令和３年度を通じてその拡大状況、あるいはそ
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れがある程度収まっているのか、そういうような状況まで把握できていたらお願いし

ます。 

Ａ まず、森林環境譲与税の関係の鉢窪山の整備事業のほうですけれども、これは、鉢窪

山自体はジオサイトに指定されているということで、数年前に大きい台風で、その鉢窪

山へ行く作業道というか歩道が倒木によって塞がれてしまったということがあります。

一部は、その前の年に森の力再生事業という県の事業で倒木の撤去等やったんですけ

れども、一部は保安林が含まれていまして、森の力再生事業ではどうしてもそこは手を

出せないということがありましたので、森林環境譲与税を活用して、そちらの作業道の

整備を行いました。 

  あと、その上の遊歩道も、鉢窪山の遊歩道の整備も実施をいたしました。ちょっと、

規模についてはすみません。今ちょっと資料を持ち合わせて…… 

  規模につきましては、風倒木の処理が1.8ヘクタール、簡易柵を100メートル、簡易作

業道、これが250メートル、これをそれぞれ設置したということになっております。 

  ナラ枯れ被害対策事業補助金ですけれども、こちらにつきましては、全国的にそのナ

ラ枯れの被害が拡大しているということで、伊豆市もそのエリアにとうとう入ってき

たということで、令和３年度から令和５年度までの期限付なんですけれども、要綱を設

置して倒木の撤去に対しての補助をしていこうということで、補助金を設置しました。 

  ナラ枯れの被害につきまして、一般的な道路周辺のナラ、クヌギ等の枯れ木の撤去も

そうなんですけれども伊豆市の主要な産業であるシイタケ栽培と、そういうところの

ほだ場とかで日よけで使っているナラやクヌギがどうしても枯れてしまって、シイタ

ケの産業の妨げになっているということで、そちらは倒木というよりは、枯れてしまっ

た樹木への薬剤注入とかそういうものに対して補助をしたということです。 

  一応、200万円の予算を計上させていただきましたけれども、164万1,000円の支出が

ありました。 

  このナラ枯れが今どうなっているかということですけれども、幸いなことにシイタ

ケ生産者のほうからのそういう申請については、令和４年度は今のところありません。

ただ、観光施設とか、あと、地域の集会所の近くとか、山道の付近とか、そういうとこ

ろのやっぱり枯れ木は、今もってまだ出ているという状況でございます。 

  ただ、県の研究所の専門研究員の方の話ですと、やはり３年ぐらいの周期で収まって

いくというふうに聞いていますので、令和３年度から５年ということで、３年の時限的

な補助金とさせていただいております。 
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  以上です。 

Ｑ 要綱については、予算のときにまだしっかり確認していなかったんですけれども、補

助金を受けられる対象者であるとか、補助率であるとか、そんなことを教えていただけ

ますか。 

Ａ この補助金ですけれども、補助対象というのは、先ほど言いましたシイタケ生産者も

そうですけれども、特定の方ということはなくて、誰でも、例えば家の近くにそういう

木があるよということであっても、それは対象になりますので、申請することができま

す。 

  事業費の２分の１以内で、最高20万円までということで補助をさせていただいてお

ります。 

  以上です。 

Ｑ すみません、もう少し。 

  市民からお声まだ伺ったわけではないんですけれども、個人で自力でチェーンソー

使って処理したと、そういう場合には、算定のしようがないと思うんですけれども、そ

れでもガソリン代とかそういうのは対象にならないんですか。 

Ａ 基本的には、最初に申請を出してもらう、実施する前に出してもらうということが原

則となりますので、業者なりの見積りを出していただいて、それに対して実際現地を確

認して、これは妥当であると判断したものに対して補助を出しております。 

 

Ｑ 説明資料87ページの事業の内容の（４）に、市有林整備事業の保育間伐とあるんです

けれども、こちらの確か何か伐採をして、確かそのまんま山の中に置いていくような話

を聞いたんですけれども、そのとおりでよろしいでしょうか。 

Ａ そうですね。保育間伐というのは、別名切捨て間伐というように、どうしても道が入

れらえないとか、そういう森林、そういうところはそういう形で作業をしております。 

Ｑ 例えば、その間伐した木材というのは、そのまんま置いておいても山の下に崩れてく

るようなことないんでしょうか。 

  何がというのは、結局、狩野川台風のときなんかも、やっぱり大きな台風だと、大体、

山からの木材が、切り出した木材だとかいろんなものが流れてきて、それがどこかをせ

き止めて災害につながっていくようなのを目にしたりするので、そういう危険性はな

いのかということでお聞きします。 

Ａ 保育間伐をする場合ですけれども、切った木というのは等高線に沿って処理をして
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崩れないように置くというふうに事業体のほうにも指導というかお願いをしていると

ころでございますので、崩れるようなことがないように施工はしております。 

Ｑ 例えば民間のというか、土地の山のその保有者が、その間伐された木というのは自分

たちで後は処分するということでいいでしょうか。 

Ａ 作業道等をつくらないものですから、運び出せるものがあれば、別にそれは所有者が

どのように使ってもいいかと思うんですけれども、基本、作業道を設置をしないので、

なかなか搬出というのは難しいかと思います。 

Ｑ 何となく山の環境を守るために風倒木というのは割と処理されるような気がするん

ですけれども、そういう間伐されたものというのはそのまま放置でいいのかなと、ちょ

っと疑問になるんですけれども。 

Ａ 山林の形状にもよるんですけれども、やはり急峻なところとかそういうようなとこ

ろで、なかなか作業道が設置できないようなところは、やむを得ず、その保育間伐とい

う手法を使うんですけれども、そうじゃないところは、なるべく作業道を入れて、利用

間伐ということで間伐した木材を活用するようにはしております。 

 

Ｑ よろしくお願いします。 

  成果説明資料は85ページ、一番下の段の多面的機能支払事業353万3,000円の決算額

です。 

  これ概要を見ますと、地域共同による農地、農業用水等の資源の保全管理を行う５年

間の協定を締結した活動組織に対して交付金を交付するという制度なんですけれども、

平成29年度より新たに第３期が開始されたので、令和３年度は多分もう第４期に入っ

ているのかなと思うんですけれども、それで間違いないか。 

  それとあと、事業の内容のところで、実施地区が、加殿、月ヶ瀬、関野、大平、元村

とありますけれども、それぞれ対象面積がばらばらなんですけれども、交付金を受ける

に当たってその辺の面積要件とかあるのか、ないのか。 

  それとあと、交付金の総額は348万8,000円とあるんですけれども、この交付金の交付

条件、例えば上限があるのか、ないのか、その辺をちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

Ａ よろしくお願いします。 

  ３点ほどあったかと思います。 

  まず１点目、５年間の協定期間で、令和４年度は新たに始まっているんじゃないかと
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いう御質問は、おっしゃるとおり、そのとおりでございまして、令和３年度で５年目が

終わるという形で、令和４年度から新たな制度が始まっております。 

  そして、次に協定の面積の要件があるかということでございますが、多面的機能支払

交付金につきましては、面積幾つなければ駄目とかそういった要件はございません。 

  あわせて、交付金の上限、そちらについても上限はございません。 

  以上でございます。 

Ｑ そうすると、その制度を、例えば利用したいというような、例えば団体とか地域があ

ったとします。この制度は、そういった地域団体からの申請で、それを受け付けて、市

のほうが仲を持って県のほうに要請する、そういう形なんでしょうか。 

Ａ おっしゃるとおりでございまして、毎年、ＰＲとしまして部農会のほうにこういった

制度の案内をさせていただいております。そういったところで、やはり一定の団体が必

要になるものですから、そういった部農会等で興味があるところは個別に説明をさせ

ていただいたり、そういったことをやらせていただいております。 

  やはり、この対象農地の、例えば青地であるとか、いろんな要件もございますので、

まず話を聞きながら、どこの農地を自分たちやりたいんだというところを聞きながら、

ある程度計画としてまとめられそうな段階で県に相談したりして、要は交付金の予算

確保といいますか、そういったことをしながら協定に結ぶというような流れでやって

おります。 

  以上です。 

Ｑ 申請からいろいろ流れのことは確認できました。 

  そうしますと、概要説明資料に基づくと、実施地区が、先ほど申し上げた５地区なん

ですけれども、５年間の協定期間というのもあるんですが、令和３年度に、例えばこれ

機能途中になると思うんですよね。だから、新たな参入団体というのは恐らくないのか

も分からないんですけれども、その辺がどうなのか。 

  例えば、この５地区以外に、過去に新たな地域団体からの申請があって、それの処理

がどうなっているのか、その辺をちょっと聞きたいと思いますけれども。 

Ａ 基本的に５年間の協定ということで、５年間ここの地域、農地であるとか水路、農道

を守りますよという約束になるものですから、途中でやめるというのはなかなか、国の

交付金ということで難しいです。 

  一方で、途中から、５年間の例えば２年目、３年目でちょっと興味があるからやって

みたいという、それが現実でございまして、途中から入るということは制度上可能でご
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ざいます。そういったときは、先ほど申し上げたとおり、まず現地を見させていただい

て、いろんな話を聞いて計画をつくり上げるという形で、途中でも入れさせてもらうと

いうような形で進めております。 

  以上です。 

Ｑ ５地区以外で、何かそういう相談、申請があったところはありますか。 

Ａ そうですね。令和４年度におきましても新たな地区がこれに取り組むというような

形で、今進めております。 

  もう１地区、実は今相談を受けているところがありまして、早ければ来年度等々から

できるのかなというようなところで、今進めている地区はございます。 

  以上です。 

Ｑ 分かりました。ありがとうございます。 

  ちょっと続けてさせてください。 

  同じく成果説明資料80ページになりますけれども、下段の中山間地域等直接実施支

払事業2,165万6,000円、財源が県支出金が1,523万ということなので、同じように県主

導の政策になってくると思うんですけれども、ここに事業の内容で、同じように協定地

区への交付金というのがあります。内訳は、集落協定が20、うち広域協定が２というこ

とになりますけれども、これは、先ほどの多面的機能支払事業のような協定、それとは

違うんでしょうか。協定が、例えば期間が限られているとか、そういったことがあるの

かどうか。令和３年おいて新たな協定地区があったのかどうか。その辺をちょっと伺い

たいと思います。 

Ａ こちらの中山間地域直接支払事業につきましては、おおむね多面的機能支払交付金

と趣旨としては同じ方向でございます。いわゆる農地を保全、守っていくというところ

で、地域ぐるみで協定を結んで、こちらも５年間なんですけれども、やっていくという

内容は一緒でございます。 

  何が違うかといいますと、農地の段地、農地が存在する地形要件といいますか、中山

間地域になりますので、傾斜地、段々畑と言うほうが分かりやすいかあれですけれども、

傾斜地に存在している農地に対して交付金を支払うと。 

  一方、こちらは面積要件等もございまして、１ヘクタール以上の段地が対象になると

いうことでございます。 

  令和３年度に新たな地区があったかということなんですが、残念ながらございませ

んでした。こちらにつきましては、多面的と少し５年間の周期がずれておりまして、令
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和２年度から新たな５年間に入っております。ちょうど令和３年度が２年目というこ

とで実施をしておるんですけれども、新たな集落のお話はございませんでした。 

  以上です。 

Ｑ それでは、最後に聞きます。 

  今の中山間地域等直接支払事業なんですけれども、事業の効果または目的のところ

に耕作放棄地の発生防止というものがあります。実際にこの協定されたそれぞれの地

区の事業によって、どれだけの耕作放棄地が解消されたのか、その辺のデータというの

はあるんでしょうか。 

Ａ 耕作放棄地の解消というところまではないんですが、こちらの交付金が、この農地が

しっかり耕作されている、保全されているということが交付の条件になるものですか

ら、そういった意味では、今120ヘクタールほど、この中山間地の交付金の対象農地が

あるんですけれども、こちらについてはもう適切に保全をされているというような形

で、ちょっと私の記憶では、耕作放棄地から解消して、それが再生されたという農地は

ちょっとございません。 

  以上です。 

Ｑ 最後、確認したい。 

  となると、あくまでも農地として利用しているところを保全するものに対しての交

付金制度ということですね。 

  目的として耕作放棄地の発生防止とかあるんですけれども、例えば、これ、ごめんな

さい。既に耕作放棄地を、例えばこれからの農業を考えていく上で農地の集約であると

か、その辺をやっていかないと、なかなか担い手が不足している中で継続できないとい

うところあるんですが、例えば耕作放棄地一帯に対して、そこを農地にします、例えば

農地法人でもいいですし、地域団体でもいいんですけれども、そういう要請があった場

合には、この交付金じゃなくて別の制度があるんですか。 

Ａ この中山間地域の交付金の制度の中で、一応、耕作放棄地を再生して交付金をもらう

ということもできます。できますので、仮にそういうお話があれば、５年間かけてその

耕作放棄地をしっかり耕せるとか再生することで、５年間交付金を支払うというのは

制度上できますけれども、現状ではなかなかそこまでできる地区がないというのが現

状でございまして、事例としてはないというようなお話をさせていただきました。 

  以上です。 

Ｑ やめます。 



 

 75 

 

Ｑ よろしくお願いいたします。 

  説明成果資料２のちょうど100ページです。 

  修善寺自然公園の管理事業です。 

  事業内容の、まず２の委託料、樹木管理受託…… 

○委員長 まだすみません。観光商工課入っていない。 

Ｑ いっていないの。全体じゃなかった。 

○委員長 次に言いますから。 

 

Ｑ 決算審査なんですけれども、農林水産課のところでしか聞けないので、令和３年度の

農林水産課に対して、ちょっと市民目線で聞きますので、ちょっと答えてください。 

  テーマは88ページの有害鳥獣被害対策事業なんですけれども、伊豆市のこの有害鳥

獣対策事業というのは、鹿、イノシシの被害に対する事業が大きな柱だということは分

かります。 

  防護柵とか電気柵については、鹿、イノシシ以外のものに対しても効果がある事業な

のかなというふうに思うんですけれども、それとあと、農作物の被害額とかという話も

出ていましたが、あくまで、ほかの補助金等もそうですけれども、農業をなりわいとし

ている方の被害であったりとかに対する補助であったりとか事業であったりとかとい

うことが中心だと思うんですけれども、現実問題として、一般の市民の方から農林水産

課のほうに３年度に、例えばハクビシンとかアナグマとかの被害があって、これ何とか

してもらえないかというような相談がなかったのかなというのを確認したいんです。 

  先輩方に聞いてみると、なかなかそういうのは役場に言ってもやってくれないけれ

ども、その周辺一帯で、兼業農家だけれども作物作っているような方の間で、一定の被

害がかなり拡大したような状態になると、過去にも市のほうで対応してくれたことが

あったけれどもなみたいな話は聞いたんですけれども、そこまでの被害は３年度はな

かったのかなというふうな聞き方になります。それで、そういう相談がなかったのかな

という。 

  何でそんなこと言うかというと、最近アナグマがすごいたくさんいまして、耕作放棄

地が生息地というか、繁殖に適した場所が増えちゃっていて、昼間でもアナグマとかが

結構闊歩している姿をいろんなところで見るという話を、いろんな人から聞きまして、

もしかしたら今後対策など取らないといけなくなるんじゃないかなというのを踏まえ
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て、３年度どうだったかというのを教えてもらいたい。 

  それで、アナグマに関しては、確か保護動物になっているのでやたらに捕っちゃいけ

ないとかということがあって、市役所も対応したいんだけれどもできないというよう

な事情があるのかとか、これ相談があった場合どういう対応をしているのかとか、３年

度はどういう対応をしていたのかというようなことを教えてください。 

Ａ やっぱり鹿とかイノシシのほうに目が行きやすいのですけれども、確かにハクビシ

ン、アナグマ、そういう小動物、そういう被害も実はありまして、住民の方、農家の方

から相談を受けております。 

  中には家の天井に巣をつくっちゃって、ふんをして困るよなんていうような話があ

りまして、相談を受けているんですけれども、そういう場合は専門業者がいますので、

そちらのほうを紹介したりしています。 

  敷地内、例えば家庭菜園とかそんなような形で、敷地内に畑とかそういう作物を作っ

ているところがあって、どうしても捕まえたいんだということになりますと、例えばホ

ームセンターとかそういうところで小型の捕獲器がありますので、それで捕獲するこ

とは可能です。ただ、捕獲するためには捕獲許可申請をしなきゃならないものですから、

そちらは出していただくということになります。 

  やはり、先ほどアナグマの保護とかそういうこともありますけれども、やはり捕るた

めには、やはり保護もしなきゃいけないということで、ある程度制限はございます。ち

ょっとすみません。その頭数は、今ちょっと答えることできないんですけれども、制限

があることは確かです。 

  以上です。 

Ｑ じゃ、アナグマとかハクビシンの相談があった場合は専門の事業者を実際に紹介し

た事例があったということでいいんですか。 

  これからもそういう方から相談があったら、市では捕獲できないので、専門の事業者

さんに捕ってもらってくださいというような対応に、市としてはならざるを得ないと

いうことでいいんですか。 

Ａ 地域でたくさん出て困るというような、さっき話がありましたけれども、そういう場

合は、部農会長とか区長さんとかそういう方々に捕獲申請という書類を出してもらう

ように、区長会とか部農会長会議でお願いしていますので、あまりにも多い、広範囲で

そういう被害があるようでしたらば、その申請書を出していただければ、専門の職員が

いますので、そちらのほうで調査に行って、こちらでもある程度、小型動物を捕る捕獲
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箱がありますので、それを貸し出すということはできますので。 

  以上です。 

 

Ｑ それでは、87ページ、付属説明ですけれども、ここの森林整備事業、年間に5,900万

円という整備管理のほうでこれだけかかっているということなんですが、市有林とし

て、杉、ヒノキ、この建築材の評価というものをつかんでいるんでしょうか。 

Ａ 市有林で切り出された木材の評価ということでよろしいでしょうか。私どもという

か、伊豆市の市有林の一部、中伊豆地区、冷川地区のほうになるんですけれども、そち

らのほうの木材というのは、森林認証という認証を受けている材になります。その出材

された材というのは、ＦＳＣという森林認証の制度があるんですけれども、そちらの認

証を受けて出された材ということで、ある程度そういう認証施設の審査を受けた木材

となりますので、そういう面では評価を受けているというふうに考えられます。 

  以上です。 

Ｑ 事業の内容、（３）のところで、間伐材の販売ということがここにありまして、販売

収入総額1,664万円、間伐材でそれだけの価値があるんだと。今、国産の材木の値が非

常に上がっているということで、市民の財産としてどれくらいあって、そして、県の支

出金もありますけれども、これだけの管理費を毎年かけていて、市民の財産を高評価さ

れているときに、それを売却するとか、そういうことというのは、今後どういうふうに

考えておるか説明願います。 

Ａ そうですね、今、ウッドショック、コロナの関係も少しあるんですけれども、ウッド

ショックといって、国産材の値が一時期高騰しまして、木材を売るとかなりの収入にな

るというような現象が起きたわけです。この市有林から出る木材については、県の森林

組合連合会と販売契約を結んでいまして、より高く売れるように、森林組合のほうにお

願いしております。ですから、例えば木材の長さが３メーターの物が今必要で、高く売

れているといえば、現場で３メートルに切って売ります。標準では４メートルなんだけ

れども、３メーター物が今需要が多いので、３メーターに切ってくださいというような

ことを現場で指導して、なるべく高く売れるように、県森連さんのほうで売ってくれて

いますので。 

  以上です。 

Ｑ 一般の業者ではなくて、県の森林組合さんと契約はなされるということですか。間伐

材、先ほども言いましたけれども、間伐材でこのくらいの収入があるということであれ
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ば、ちゃんとした建材になるような、森林組合さんのほうの要望を満たすような材木、

多分もう50年、60年の木かもしれませんけれども、非常に価値のあるものを市で持って

いるというふうに感じていますので、有効に売却を促進していっていただけたらと思

います。 

  次に、もう一つよろしいでしょうか。 

  88ページ、２と３の関係なんですが、ちょっと私だけかもしれませんけれども、２の

事業の内容（１）、そして３の食肉加工管理運営事業の２の（１）、この鹿、イノシシの

頭数の違いについての説明と、あと、奨励金、これについて、これだけの森林を抱えて、

この狩猟の専門家というのは、考えることはできませんでしょうか。補助金の２のほう

ですと、１頭につき7,000円ぐらいですか。そして、下のほうですと、この報奨金で１

頭１万円ぐらい。この辺の鹿、イノシシの頭数がどういうふうな関係があるか。それと、

この報奨費と補助費、これはダブって受けられるのか。その辺を説明してください。 

Ａ まず、頭数の違いということで、御指摘があったかと思います。 

  有害鳥獣被害対策のほうの、捕獲奨励金の頭数は合計で1,040になっているのに対し

て、食肉加工センターの買取報奨金のところは799頭になっていると。その違いは、あ

くまでも、２番の有害鳥獣被害対策のところの頭数というのは、有害捕獲をした頭数に

なります。そのうちのイズシカ問屋食肉加工センターに搬入したのが３番のところの

頭数ということになります。ですから、捕獲しても、イズシカ問屋のほうに持ってきて

いないということも当然ございます。自己消費をしたり、そういうこともあります。 

  捕獲の奨励金と、イズシカ問屋に搬入したときの買取りの報奨金は一緒に受け取れ

るかどうかというのは、これは受け取れます。ですから、捕獲のほうの取りまとめにつ

いては、各猟友会の捕獲隊という組織があります。その班長さんが毎月集計して持って

きてくれます。イズシカ問屋の買取りのほうは、毎日、それぞれの個体の調査票をつく

って保管しておりますので、それで頭数を数えています。捕獲をすると7,000円、１頭

7,000円もらえるんですけれども、それにさらにイズシカ問屋に持ってくると8,000円

から１万4,000円、重さによって違うんですけれども、受け取れると。ですから、一番

多いと２万1,000円になりますね。１万4,000円の大きい個体を持ってくれば２万1,000

円の収入になると。中には捕獲を専門に、プロのというような話がありましたけれども、

プロかどうかというのはちょっと分からないですけれども、毎月多くイズシカ問屋に

搬入してくれる捕獲者もいらっしゃいます。 

  以上です。 
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Ｑ 説明ありがとうございます。 

  これだけ広い伊豆市、それと、被害が出ているということで、ここに班長経費とか、

捕獲隊というのが記されていますけれども、今言った生業、専業者がいても、これだけ

の区域であればよいのかな。そういう職業を目指す方もいるのではないかというふう

に思われますので、質問をしました。 

  以上で終わります。 

 

Ｑ 今の関連ですけれども、過去に伊豆市外の人が来て、地元の伊豆市の人が持っていっ

たら、もうとっくにそういう人たちが入れちゃって入れないという苦情をよく聞いた

んですが、伊豆市でやっているんだから、伊豆市の人を優先しなきゃいけないんじゃな

いかという、そういったトラブルみたいなことは３年度はあったんでしょうか。それと

もまだ根本的な問題は残っているのでしょうか。 

Ａ 以前そういうような話がありまして、確かにもののいいものから取っていくという

ことで、そういう市外の方でも山の奥まで行って、専門でやられている方は、山の奥の

ほうまで取りに行って、結構大きいやつを取ってくると。そうすると、地元伊豆市に住

んでいる方で、里山のほうで捕獲したものを持ってくると、どうしても体形が違うんで、

こっちが優先的になってしまうということはあるんですけれども、例えば、市外の方が

２頭持ってきたと。例えば市内の方が１頭持ってきたという場合は、なるべく公平にす

るようにしておりますので、３年度は特にそういう苦情というか、そういうものは農林

水産課のほうには聞いておりません。 

  以上です。 

Ｑ すみません、時間もあれで。 

  今度、イズシカ問屋のほうで、非常に肉が好評で売行きがいいと聞いているんですが、

むしろもう在庫なんてなくなっているんじゃないかと。もっと加工を増やして、肉にし

てもらえないかという声がどうも業者からあるみたいですけれども、３年度の中で、将

来的な方向で、どんな方向が検討されていたのか。要はもっと増やすのか、それとも、

民間委託のようにしてどんどんやってもらうかとか、何かそういう検討はされたんで

すかね。 

Ａ もともと、イズシカ問屋というのは、年間800頭処理するということで設計された施

設です。それが、平均すると1,000頭ぐらいの、キャパオーバーの処理をしているんで

すけれども、どうしても、イズシカ問屋は熟成というものにこだわりを持っておりまし
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て、冷蔵庫に１週間から10日寝かすんです。そうすると、やっぱり冷蔵庫が大体50頭ぐ

らい、２つのレーンで50頭ぐらいしか入らないものですから、時期によっては、１日10

頭とか持ってこられても、冷蔵庫に入らないんで、今日は何等まででというふうな形で

お断りすることがあります。ですから、なかなかたくさん捕ればたくさんできるかとい

うと、そういうわけでもないので、なるべく数多くの個体を引き取って、多いお肉をつ

くりたいんですけれども、やはり能力の限界があるということで、ちょっとそこら辺が

悩みの種というか、今後の課題になっております。 

  民営化ということもありますけれども、23年度の４月から、11年以上イズシカ問屋開

設しているわけですけれども、当初から民営化というようなものは話は出ていまして、

どのようにしたら民営化できるかということで、いろいろそのときの担当者とか、現場

の職員とかいろいろ知恵を出して、考えたんですけれども、それによってだんだん、正

直言って収支の改善はよくなってはいるんです。でも、あと一歩というところで、もう

少し買取価格の見直しとか、もう少し効率よく、回転よく、受け取りとか加工ができな

いかということを考えております。 

  以上です。 

 

Ｑ それでは、成果説明資料の76ページ、シルバー人材センターの補助金は観光商工課で

よかったですよね。 

  令和２年度の決算というのが、補助金1,250万円で、令和３年度は1,200万円と。運営

補助の基準というのが、どうなっているかということと、登録人数の変化等によっても

影響するんでしょうかという質問をさせてください。 

Ａ よろしくお願いいたします。 

  まず、今、御質問のございましたシルバー人材センターの補助金の関係なんですけれ

ども、こちら、毎年補助金のほうを10％ほどシーリングするという方針がありまして、

そこでシルバーセンターさんと相談させていただいて、あまり補助金を減らされると、

この市の補助金と連動して、国・県からの補助金も減ってしまうというところがありま

して、令和２年と３年度では1,200万という形で補助金を支出させていただきました。 

  明確な基準があるかということがあるかということなんですけれども、こちらは特

に明確な、こういう経費がこれくらいだから、その何パーセントというところの基準は

ちょっとございませんけれども、シルバーセンターさんと協議をさせていただいて、補

助金の金額は決定はさせていただいております。 
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  会員数のほうなんですけれども、令和３年度は271名という形で伺っているんですけ

れども、こちら年々減少をしているというところなんですけれども、会員さんが減った

から補助金が減るということは、それに連動することはないんですけれども、こちら、

シルバーさんの経費、支出の金額と収入のほうを見させていただいて、補助金のほうは

決定させていただいております。 

  以上です。 

Ｑ 分かりました。 

  実は、御存知かと思いますけれども、今度委員会でシルバーさんからの要望も上がっ

たりしているものですから、また、そのときに詳細については、いろいろ確認させてく

ださい。 

  以上です。 

 

Ｑ よろしくお願いします。 

  成果説明資料のちょうど100ページ、７番の修善寺自然公園のところです。事業内容

についてお伺いします。 

  まず２番です。樹木管理委託ほかという703万5,000円とありますけれども、これは枯

れた松の伐採だと思うんですけれども、違ったらおっしゃってください。ならば、これ

は、昨年何本の木を伐採したのか、お願いします。 

  また、木を切った後の後始末ですよね。この後はどのような対応をするのか、その辺

もお伺いします。 

Ａ まず、この樹木管理委託のところなんですけれども、こちら松くいの枯れた木の伐採

ではなくて、そちらは令和４年度のほうに繰越しという形でなっておりますので、こち

らは修善寺自然公園の樹木の管理という形になっております。 

  松枯れの伐採なんですけれども、調査は301本、こちらは人の入れないところは調査

から外しているんですけれども、人の立ち入るところ301本調査をしたところ、伐採の

ほうは201本伐採をさせていただきました。伐採した松につきましては、チップに加工

して処理をさせていただいております。 

  以上です。 

Ｑ 201本切ったということですよね。すごい数だと思いますよ。それだけ被害が大きい

ということ。それともう一つ、201本切ったならば、切ったところの後をどのようにす

るかということは聞いたんですけれども、前にもみじに木を植えるとかということを
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聞きましたけれども、それでよろしいか。また、ほかのことに、何らかの形で花を植え

るとか、そういうことは計画があるのかどうか、お願いします。 

Ａ 指定管理者のほうから、もみじを植えたいという御要望はいただいているんですけ

れども、今時点で何を植えるというところはまだちょっと検討中なんですけれども、松

を切った後から、小さい松が出てくるところもありますので、その松については守って

いきたいと考えております。 

  以上です。 

Ｑ ありがとうございます。 

  小さい松が出るということは、自然の法則で十分あり得るんですよね。東京の明治神

宮なんかもそうですよね。原生林約100年たったんだけれども、あえてそのままにして

いるんですよね。そういうことにすると、それもよかろうし、虹の郷はあまりにも人間

が手を加え過ぎたというところもあるだろうし、その辺の感覚がちょっとバロメータ

ーとしては難しいと思うんですけれども、その辺もうまく処理してほしい。とにかく松

が枯れて、本当にみすぼらしい状況の虹の郷というか、自然公園になっちゃったもんで、

その辺はしっかり見て、今の松を十分生かしてほしいんですけれども、じゃ、201本切

ったならば、健康な松というのは、今の状況で十分保てると思っていますか。どうです

か、その辺。 

Ａ 201本伐採させていただいたんですけれども、やはりまだ被害のほうは広がっており

まして、松くい虫の防除の薬剤散布のほうは、毎年行っているところなんですけれども、

なかなか松枯れの勢いは止められていないというのが現状です。 

  以上です。 

Ｑ 昔は、年に２回の散布と、年に３回の散布とあったんですけれども、今は２回ですよ

ね。僕前にも言ったんだけれども、３回が２回に減っちゃうと、もっともっと松が枯れ

るよ。だから、３回にしたらどうかということを言ったんですけれども、それについて

は、皆さんどのように考えていらっしゃいますか。 

Ａ 今、２回に分けて薬剤散布しているんですけれども、１回につき、面積を決めて、１

回につき２回薬剤散布をさせてもらっています。計４回薬剤散布をしているというの

が現状です。 

  以上です。 

Ｑ ありがとうございます。 

  場所によっちゃ、ドローンでやるところもありますよね。それもあの面積だと、果た
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してドローンがいいかどうかということは分かりませんけれども、多分あの面積だと、

ドローンは無理だと思うんですけれども、枯れないようにうまくやってください。 

  それで、次の３番の借地料ですね。前、鈴木議員が一般質問しました。これ、オープ

ンして32年で、それで、ここを設計するに当たって、前からやっているんだから、当然

バブルの最盛期のときの伊豆市の評価額が設定なんですよね。そうすると、今の評価額

は下がるし、虹の郷がお客さんが減っている。そういう中で、僕は何回も言ったことあ

るんだけれども、金額はオープン当初、千五十数万円で全く同じだったんですよね。そ

の辺を交渉する、契約のときに交渉するとかというのは、絶対必要だと思うんですけれ

ども、地主さんがなかなか承諾してくれなかったら、それじゃ、契約を解除させていた

だきますよぐらいの強い言葉も必要だと思うんですよ。その辺いかがですか。 

Ａ 確かにおっしゃるとおり、借地料につきましては、昔のままの高い状態のまま現在に

来ているところです。今、虹の郷の借地解消に向けまして、借地を購入させていただく

というところを進めさせていただいております。本当にまだ令和３年度、借地の筆数と

して34筆、面積が大体９万3,000平米借地しているんですけれども、そのうち、令和３

年度につきまして、５筆で7,500平米と、そんなに進んでいないんですけれども、今後

もこの借地解消に向けて、土地の購入のほうを進めていきたいと思います。 

  また、土地代、借地料につきましても、更新のときに、土地を貸していただける方に

も協議をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

Ｑ 絶対にオープン当初から全く同じなんだよね。それで、今上がった金額というのは

1,127万4,000円で少し上がっちゃっているんだよね。この辺は何で上がったのか、ちょ

っとお願いします。 

Ａ 令和２年度に、買収に向けて境界確定のほうをさせていただいて、面積の減ったとこ

ろもあるんですけれども、そこでちょっと増えてしまったというところもありまして、

その関係でちょっと増額をしているところです。 

  以上です。 

Ｑ ありがとうございます。 

  それで、次は枕木の改修工事で1,903万円を計上してございます。そして、もう一つ、

寄附金が1,064万5,000円、クラウドファンディングですけれども、これだけ寄附が集ま

ってとってもよかったと思っているんです。ちょっと単純なことなんだけれども、すな

わち1,903万からクラウドファンディングの1,064万5,000円を引くと、実質的には、こ
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の引いた金額が枕木の工事費ということなんですか。 

Ａ 工事費といたしまして、1,903万円なんですけれども、その財源の内訳としてクラウ

ドファンディングの寄附金が1,064万5,000円、そのほかは市の一般財源という形で、工

事費につきましては1,903万円となります。 

  以上です。 

Ｑ 枕木は、それじゃ、何本改修しましたか。 

Ａ 全部で3,200本あった中で、1,087本を改修させていただきました。 

  以上です。 

 

Ｑ すみません、93ページです。 

  下段の産業強化事業ですけれども、委託事業なんですけれども、決算の説明にはない

もので、まずこれが実施されたかどうかから確認したいんですけれども、予算の概要説

明書の中に、産業振興業委託料として、観光調査事業というのが入っていました。これ

は、伊豆市を訪れる観光客の属性、流動実態、観光消費額等々を調査して、把握して、

新たな資料にする。そして、継続的に分析を行うことで、観光施策の効果検証、概略で

すけれども、行うということだったんですけれども、これは実施されたんでしょうか。 

Ａ 観光調査事業なんですけれども、こちら93ページの⑤の観光入込統計事業の中の右

側の観光消費額及び効果調査という中に、予算の中で説明させていただいた調査事業

を実施いたしました。 

  以上です。 

Ｑ そしたら、その調査結果の大まかな結果を教えていただけますか。 

Ａ 以前、伊豆市への観光客の皆様というのは、シニア層の夫婦が多いという調査結果と

イメージもあったんですけれども、令和３年度調査したところ、そういう方も当然いら

っしゃるんですけれども、若い親子、小学生を持った親子が多いというところもござい

まして、あと、日帰りのお客様もかなりいらっしゃるというところが分かりましたので、

こちらの調査結果を踏まえまして、令和４年度の産業振興協議会の委託事業の内容の

ほうに加味をさせていただいております。 

  以上です。 

Ｑ 今、大体概略分かりました。具体的に何かポイントとなるような反映事業、効果があ

りそうな反映事業は何か挙げられますか。 

Ａ こちら令和４年度に反映した事業という形でよろしいでしょうか。 
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  今、産業振興協議会のほうに、伊豆市版ＤＭＯ事業という形で、伊豆市の宝に体験し

てもらう、触れてもらって満足してもらってリピーターとなっていただくという事業

を進めているんですけれども、その中の一つのよく言われる観光コンテンツの中に入

れ込んでもらって、そういうメニュー化を目指していただいております。 

  以上です。 

Ｑ 分かりました。 

  それに関連することなんですけれども、93ページの説明の中で、１の１の①伊豆市版

ＤＭＯ事業で、観光コンテンツ商品化ということで、予算では、20のコンテンツを造成

するとあったんですけれども、このコンテンツというのはどのようなものでしょうか。 

Ａ 伊豆市を４地区ありまして、それぞれの地区で、５つぐらいの観光コンテンツを商品

化にしていただくということを行っていただきまして、21コンテンツを実施しており

ます。 

  内容といたしまして、修善寺でいいますと、旭滝がライトアップされておりますので、

それをタクシーを使って見に行こうというツアーでしたり、土肥ですと、ジオガイドと

巡る漁船ジオクルーズ、あと、西伊豆スカイラインをｅバイクで走りましょうとか、そ

のような体験型のガイド付きのツアーのほうを21コンテンツつくらせていただきまし

た。 

  以上です。 

 

Ｑ 成果資料の94ページ、緊急対策事業、たくさんあるんですけれども、そのうち、市民

限定宿泊割引交付金ということで、令和３年の４月から５月31日まで実施されたんで

すけれども、４月19日に販売完了したということで、3,000枚中1,598枚が売れて、利用

率が53.26％、期限前に予定数に達したのに、この利用率は非常に低かったと思うんで

すけれども、その辺を検証されましたか。 

Ａ こちら、5,000円券を販売ではなくて、各観光協会さんの各支部で希望者にお分けす

るという形で、無料でお分けしました。その結果、やはり無料でもらったのを当然使っ

た方もいらっしゃったんですけれども、予約が取れなかったのかどうかとちょっと分

からないんですけれども、無料で配付して、取りあえずもらっていこうかという方が多

かったのかなとちょっと感じております。今後やるようでしたら、幾らか料金を、食得

券みたいに、幾らかで販売をするというほうが利用率は上がるのかなと考えておりま

す。 



 

 86 

  以上です。 

Ｑ この制度を聞いたときに、取りあえず行くか行かないか分からないけれども、買って

きてみたいなことがあったと思いますので、ちょっとまずいなと思ったら案の定の数

字になってしまって、これコロナ対策だと思うんですけれども、二度とこういうことが

ないような、コロナが早く収束してほしいんですけれども、もし何らかの割引等がある

ときは、今言われたように、少し検証して、効率よくお願いしたいと思います。非常に

すばらしい事業でしたので。 

  以上です。 

 

（委員間討議）なし 

 

 【建設部(用地管理課)質疑の追加回答】 

Ａ すみません。４つ質問があったかと思うんですけれども、まず、それでは、市営住宅

のほうからでよろしいでしょうか。 

  市営住宅の解体の予定と廃止の予定ということなんですけれども、説明させていた

だきましたとおり、湯ヶ島地区のほうがちょっと戸数が多いということで、そちらのほ

うと年数が古いというところもありまして、そちらのほうからちょっと考えていると

ころがあります。団地名から言いますと、一番古いものとしては東原団地と、次、田沢

団地、宿団地、西平団地と青羽根団地を解体予定として考えております。 

  解体の予定としては以上になります。 

  次に、すみません、砂防の関係でよろしいでしょうか。砂防事業のほうなんですけれ

ども、毎年10億近くの工事のほうを実施いただいております。その中で、新たに新規で、

新たに砂防の堰堤をつくっていただいているところ、最近で見ると、加殿の鹿群山、今

回ちょっと完成ということで、この頃ちょっと考えております松沢川堰堤というもの

はあります。 

  今、大規模的にちょっと見えるのは、温泉病院の奥のほうに、山裾にやっているんで

すけれども、奥の沢というところが、大きな堰堤としては造られているところがありま

す。 

  また、最近議員が言われましたとおり、流木ということで被害があるということから、

今までにつくられた堰堤を改修して、スリット化ということで事業のほうも進められ

ております。ちょっと資料として、湯ヶ島出張所というところがありまして、そちらか
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らちょっとデータ頂いたので、私がちょっと確認しているところもありますので、その

旨も説明したいと思いますけれども、議員が言われましたように、筏場の奥の地獄沢と

いうところがありまして、そこもスリット化というものを行われております。それと、

先ほど言いました温泉病院の上のところにも、既設の堰堤がありまして、そこの改修も

行われて、１基スリット化が行われております。それと、資料でちょっと提出いただい

たところなんですけれども、鈴木委員言われました城川の上流のところ、そこについて

も、スリット化の工事が進められておりますし、湯ヶ島の猫越という地区にも堰堤が何

機かあるんですけれども、そちらについてもスリット化が進められております。 

  あと、今、昔、平和寺のところでちょっと関係があったところなんですけれども、柿

木というところが大寺柿木なんですけれども、そこの工事についても、今、ちょっと進

んでいるような状況なんですけれども、まだ、その準備段階というところではあります。 

  砂防堰堤の工事については以上になります。 

  続きまして、市営住宅の不納欠損の関係になるんですけれども、よろしいでしょうか。 

  市営住宅の自己破産によりまして、昨年度47万400円という金額のものが不納欠損さ

せていただいたというところになります。こちらにつきましては、破産処理についてと

いうことではないんですけれども、文書保存期間ということで10年間の書類の保存と

いう形にはなります。対象者なんですけれども、この金額ですけれども、１人の方であ

ります。 

  件数17件とありますけれども、17か月１件、１月１件ということで、17か月分という

ことで、この人が17か月たまっていたという形になります。 

  この人もちょっと相談を受けているところがありまして、住むところということも

ありましたので、今後滞納しないことということを条件として、今後そのまま入居とい

うことで、今まで滞納とかをしていませんので、その辺は確認しながら実施していると

ころであります。 

  すみません、それについては、やっぱり早めに対応しなければいけないところが確か

にあると思います。その辺は申し訳ありませんでした。 

  道路管理事業の境界確定通知の関係なんですけれども、これすみません、私のちょっ

と説明があまりうまくなかったのかなと思うんですけれども、これにつきましては、申

請者ということで、個人とか地方自治体とかが境界確認をしたいということを申請を

受けまして、それで、うちの職員が立ち会って、境界確定をして、確定通知を出したと

ころについて、今職員が使っておりますパソコン上にある道路地図デジタル地図があ
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るんですけれども、そちらのほうへ、この結果をデジタル化で載せて、それを瞬時に現

場に行くことなく書類を持ち出したり、確認することなく、パソコン上で確認ができる

という作業になります。 

  ですので、ちょっと先ほど地目という話もされたとは思うんですけれども、一つの地

目の周りを全部確定するわけじゃなくて、接する道路とか川とか、境界のラインを確認

するという作業になりますので、地目というのはラインでちょっと考えてもらえれば

なと思って説明させていただきましたけれども、そういうことなので、地目だと、１筆

で出される方もいると思います。個人で申請をして、宅地とか畑とか、その周りに道路

が接していれば、そのラインを決めたいよということで申請される場合もありますし、

自治体、県とか申請があって、砂防事業とか、急傾斜事業とかで、分筆とかやりたい場

合に、その事業範囲内に、道路とか、悪水とかある場合のそのラインを確認したいよと

いうことで、それも確定という形でいいという扱いされていますので、そのくらいだと

筆かなり多い、いろんな筆が混じっているところもありますので、ラインを決めておく

ということで理解していただければなと思うんですけれども、そちらの説明でよろし

いでしょうか。 

  すみません、以上になります。 

 

（討 論）なし 

（採 決）挙手全員。原案認定。 

 


